
様式１

8-1-1 1 環境総務費

事　業　評　価　書　目　次　（令和4年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[環境創造局]



（様式２－２）

8 款 1 項 1 目 8 － 1 － 1

□ □ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 ■ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

係

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

30,302千円 ▲ 18,491千円

課長 係長

概算人件費 163,020千円 162,924千円 163,781千円 163,781千円

総 事 業 費 6,411,031千円 6,477,671千円 6,507,973千円 6,489,482千円

増▲減 ― 66,640千円

再任用職員

差▲引

本資料は、公正・適正に作成しました。 越智　洋之 飯島　延矢 樫原　涼平

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する
有効性

本事業の
効率性・
類似性

・市会事務等のペーパーレス化の推進、適正な組織定数の管理など、事務経費の削減を推進し、義務的経費が適正に執行された。
・他事業との類似性はない。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

・事務経費の縮減を推進しながら、義務的経費が執行できるよう取り組む。
・説明資料や会議資料の電子化を推進することで、局内事務のペーパーレス化をより一層進め、紙や印刷コストを削減していく。

36,956千円 16,875千円 65,822千円 10,442千円

18.0人

1.0人 1.0人

執行率（％） 99% 100% 99% 100%

人
件
費

一般職職員 18.0人 18.0人 18.0人

1.0人 1.0人

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 6,284,967千円 6,331,622千円 6,410,014千円 6,336,143千円

支出済額 6,248,011千円 6,314,747千円 6,344,192千円 6,325,701千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度実績 令和３年度実績

目標

実績

目標

実績

事業の目的
(事業開始の

経緯）
市会・人事・労務などの業務の適正な執行、及び人材育成ビジョンに基づく職員育成に取り組む。

市会事務・人事・労務等の業務で生じる事務執行、庁舎管理、警報に伴う配備業務、局人材育成計画に基づいた各種研修等の人材
育成等

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書

令和３年度
事業名

所管区局・課 総務課
令和４年度
事業評価書

番号環境総務費

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
横浜市事務分掌規則

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

1

法令等

その他



様式１

８－１－２ 1 地籍調査事業費

事　業　評　価　書　目　次　（令和４年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[環境創造局]



（様式２－２）

8 款 1 項 2 目 8 － 1 － 2

■ □ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

係

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

862千円 ▲ 4,729千円

課長 係長

概算人件費 137,448千円 138,194千円 137,532千円 137,532千円

総 事 業 費 191,240千円 180,569千円 181,431千円 176,702千円

増▲減 ― ▲ 10,670千円

再任用職員

差▲引

本資料は、公正・適正に作成しました。 神原　隆司 遠藤　良一 中村　拓朗

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

本事業は法定事業であり、国・県との役割分担が明確化している。本事業を実施することで、土地の面積や境界などの正確な情報が
把握されるため、課税の公平化や土地の有効活用等の効果が期待できる。また、土地の境界位置が座標値で管理されることで、災害
復旧時に正確な境界復元が可能となるため、近年その重要性が社会的にも広く認知されてきている。

事業目的に
対する
有効性

本事業では現在、未送付地区の全筆再調査に取り組んでおり、着実に調査の成果を法務局に送付し、登記情報に反映している。（国
土調査法第20条（成果の写しの送付等））本事業は実施のための工程や要領が国により定められた法定事業であり、地籍の明確化を
図り土地行政の円滑化に資するという目的の達成に有効なものとなっている。

本事業の
効率性・
類似性

本事業は法定事業であり、類似する事業はない。国・県の補助金を導入することで本市の負担をできるだけ軽減することや、国に先行
調査（都市部官民境界基本調査）の実施を依頼し、経費の軽減と調査工程の短縮化に努めた。また、国の補正予算が組まれた際に、
予定していた事業を先行できる場合があるため、適宜事業スケジュールの組み換えや見直しを行って効率化を図っている。なお、一
筆地調査等を外部委託することで、限られた人員で効率的に執行した。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

法定事業のため、市民等外部意見を反映する仕組みはない。

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

地籍調査成果未送付地区の再調査は、その土地が抱える問題の複雑化やトラブル発生等の防止のため、早期完了に向け効率的、
かつ効果的に実施していく。

20,966千円 2,048千円 △ 2,649千円 5,932千円

15.1人

1.0人 1.0人

執行率（％） 72% 95% 106% 87%

人
件
費

一般職職員 15.1人 15.1人 15.1人

1.0人 1.0人

0.79

0.58 0

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 74,758千円 44,423千円 41,250千円 45,102千円

支出済額 53,792千円 42,375千円 34,899千円 33,170千円

繰越額 0千円 0千円 9,000千円 6,000千円

指標名（単位） 平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度実績 令和３年度実績

0.51

成果送付面積
（㎢）

目標 0 0 0.58 0

実績 0 0

地籍調査実施面積
（㎢）

目標 0.58 0.73 0.79 0.51

実績 0.58 0.73

事業の目的
(事業開始の

経緯）

国土調査法（昭和26年法律第180号）に基づき、一筆ごとの土地について、その所有者、位置、境界、面積等の調査・測量を行い地籍
の明確化を図り、もって土地行政の円滑化に資することを目的とし事業を開始した。

・地籍調査成果未送付地区の全筆再調査（委託）
・成果品の管理・閲覧
・過年度成果の修正

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書

令和３年度
事業名

所管区局・課 環境創造局地籍調査課
令和４年度
事業評価書

番号地籍調査事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
国土調査法、国土調査促進特別措置法、国土調査法施行
令、地籍調査作業規程準則

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

1

法令等

その他



様式１

８－１－３ 1 みどり基金積立金

事　業　評　価　書　目　次　（令和４年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[環境創造局]



（様式２－２）

8 款 1 項 3 目 8 － 1 － 3

□ ■ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

係

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

48,585千円 ▲ 98,869千円

課長 係長

概算人件費 879千円 882千円 877千円 877千円

総 事 業 費 2,835,235千円 2,849,292千円 2,897,877千円 2,799,008千円

増▲減 ― 14,058千円

再任用職員

差▲引

本資料は、公正・適正に作成しました。 坂井　和洋 木下　博文 鈴木　司

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

横浜みどりアップ計画に基づくみどり保全創造事業費会計設置期間中は継続する必要がある。

事業目的に
対する
有効性

横浜みどり税相当額の積立が行われている。

本事業の
効率性・
類似性

条例に基づき、横浜みどり税相当額を緑の保全及び創造に資する事業の充実を図るため、みどり基金に積み立てを行っている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

横浜みどりアップ計画に基づくみどり保全創造事業費会計設置期間中は継続する必要がある。

0千円 1千円 1千円 6,869千円

0.1人

0.0人 0.0人

執行率（％） 100% 100% 100% 100%

人
件
費

一般職職員 0.1人 0.1人 0.1人

0.0人 0.0人

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 2,834,356千円 2,848,411千円 2,897,001千円 2,805,000千円

支出済額 2,834,356千円 2,848,410千円 2,897,000千円 2,798,131千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度実績 令和３年度実績

目標

実績

目標

実績

事業の目的
(事業開始の

経緯）
平成21年度みどり基金創設による。

横浜みどり税相当額をみどり基金に積み立てを実施した。

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書

令和３年度
事業名

所管区局・課
環境創造局

みどりアップ推進課

令和４年度
事業評価書

番号みどり基金積立金

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
横浜市みどり税条例、横浜市みどり基金条例

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

1

法令等

その他



様式１

８－２－１ 1 生物多様性保全推進事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和４年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[環境創造局]



（様式２－１）

款 2 項 1 目 8 － 2 － 1

□ □ □

■

■ 有 □ 無

令和３年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 安藤　成晃 水谷　春奈 久保田　彩子

課長 係長

総 事 業 費 39,523千円 40,008千円 40,924千円

増▲減 ▲ 8,165千円485千円 917千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

環境創造局政策課
生物多様性保全推進事業

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容

0千円

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

3.5人

現計予算額 3,992千円 14,557千円

542千円 6,739千円

執行率（％） 220%

10,771千円

支出済額 8,775千円

8,803千円

0千円

9,127千円 10,229千円 2,064千円

繰越額

・生物多様性や環境全般について学ぶ機会を提供するため、地域・学校を対象に、環境教育出前講座（生物多様性でＹＥＳ！）を
行った。
・活動支援として、環境活動を行う団体、企業、学校を表彰した。
・庁内向けの研修やイベント出展等を行い、生物多様性について広く普及啓発を行った。

△ 4,783千円

一般職職員 3.5人 3.5人

5,430千円差▲引

0千円

0.0人 0.0人

0千円

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

生物多様性横浜行動計画（平成30年11月　横浜市環境管理
計画に組み込む形で改定）

平成23年度に策定した「生物多様性横浜行動計画（ヨコハマｂプラン）」の推進に向け、事業を開始した。計画の普及啓発や、重点ア
ピールの実現に向けた検討、市民の生物多様性に対する理解促進、市民による生物多様性保全等の取組に対する支援等を行う。

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考
・想定事業量の策定時の数値・令和３年度実績・目標値は、事業評価書番号8-2-4・3、9-1-2・3の事業と合
算。
・政策12・主な施策４・想定事業量③の達成にも関連。

想定事業量 計画策定時 令和３年度 目標値

出前講座等の実施回数 381回/年（29年度)
281回

1,097回（4か年）
1,440回（4か年）

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

将来にわたって生物多様性の恩恵を受け続けるためには、市内に残る豊かな自然環境を次の世代に引き継ぎ、市民一人ひとりが自
然との共生を考え、行動しなければならない。そのために、「生物多様性横浜行動計画（平成30年11月　横浜市環境管理計画に組み
込む形で改定）」に基づき、市民が身近な自然や生き物とふれあい、生物多様性の理解を深め、行動していくための具体的な事業を
行う必要がある。

出前講座は、学校の授業等で活用されているため、「子どもたちが身近な場所で多様な生き物を体感すること」を実践する場を最も効
果的に提供できている。環境活動賞は、募集や表彰をきっかけとして、広く市民・企業への普及啓発や活動促進に寄与している。

執行状況等を踏まえ、経費については毎年見直しを行っており、事業の実施方法についても効果と効率性を重視し見直しを続けてい
る。区域をまたぎ全市的な事業展開ができる事業である。

・「生物多様性横浜行動計画（平成30年11月　横浜市環境管理計画に組み込む形で改定）」については、環境創造審議会での審議、
市民意見募集の実施などを通じて市民の意見を反映させている。
・出前講座実施後、受講者アンケートを行い講師と共有している。

32,759千円

環境教育出前講座については、多くの児童や市民に生物多様性の大切さを伝えるために重要である。そのため、目標達成に向けて
事業を推進していくとともに、より多くの人に受講してもらえるよう、講座のPRや感染症の状況下におけるオンライン講座の実施など
様々な手法で引き続き取り組んでいく。環境活動賞については、団体、企業、学校の環境保全活動を推進し、市民や企業への普及
啓発・受賞者の広報にも寄与しているため、引き続き実施する。

30,748千円 30,881千円 30,695千円 30,695千円

63% 95% 23%

再任用職員 0.0人

3.5人

―

0.0人

概算人件費

環境プロモーション担当

1

環境にやさしいライフスタイルの実践と定着

環境にやさしいライフスタイルの広報・啓発

指　標 計画策定時 令和３年度 目標値

環境に対して関心があり、行動に結びついている人の割合 52.8％ 81.5% 60％

令和４年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

12

1

8

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

横浜市中期４か年計画では「環境に対して関心があり、行動に結びついている人の割合」の令和３年度（2021年度）末の目標を
60％としている。令和３年度中に実施した環境に関する市民意識調査では、81.5％の市民が環境に関心があり、環境行動に取
り組んでいるという結果になった。これは、目標値を大きく上回っている。しかし、環境行動の個別の状況を見ると、「ごみの分
別」や「節電・節水」には９割以上の市民が取り組んでいる一方、「環境に配慮した電力会社との契約」や「環境に優しい製品の
選択購入」などは、低い割合に留まっている。そのため、引き続き、普及啓発に取り組み、環境に配慮した様々な行動の定着を
図る必要がある。



様式１

8-2-2 1 建設発生土対策事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和４年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[環境創造局]



（様式２－２）

8 款 2 項 2 目 8 － 2 － 2

■ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

係

事業の目的
(事業開始の

経緯）
本市の公共工事から発生する建設発生土を適正に処理し、公共工事の円滑な推進と資源循環型社会の構築を目指します。

国における広域利用事業の枠組みにより、本市公共工事から発生する建設発生土を、地方港湾の埋立事業等に活用します。

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書

令和３年度
事業名

所管区局・課
環境創造局
技術監理課

令和４年度
事業評価書

番号建設発生土対策事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
・資源の有効な利用の促進に関する法律
・建設副産物適正処理推進要綱

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

1

法令等

その他

指標名（単位） 平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度実績 令和３年度実績

0.5

目標

実績

搬出土量（万m3）
目標 11 1 2 1

実績 5 0.4 0

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 562,950千円 98,028千円 182,820千円 76,670千円

支出済額 254,508千円 53,722千円 35,112千円 29,842千円

繰越額

308,442千円 44,306千円 147,708千円 46,828千円

2.0人

執行率（％） 45% 55% 19% 39%

人
件
費

一般職職員 2.4人 2.4人 2.4人

本資料は、公正・適正に作成しました。 大窪　和人 鈴木　英二郎 安藤　友香

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

本市公共工事の建設発生土を長期的、継続的、安定的に処理していくためには、南本牧埋立事業での活用のみならず、建設発生土
の市域外での処理を推進していく必要がある。

事業目的に
対する
有効性

工事の進捗の遅れにより、搬出土量が減少したが、公共工事３件の建設発生土を受入れ、地方港へ搬出することで、本市公共工事の
推進に寄与することができた。

本事業の
効率性・
類似性

工事発注課への建設発生土予定量調査や事業別のヒアリングなどを実施し建設発生土を適正に有効利用した。
また、建設発生土受入中継所の老朽化した施設の修繕を行うなど、中長期的な投資を行うことで、予算額に対する支出済み額の差を
最小限に抑えることができた。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

市の方針に基づいて実施している事業のため、外部意見を反映する仕組みはない。

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

今後も、本市大型事業を中心とした公共工事の建設発生土が見込まれることから、公共工事が円滑に推進されるよう、国や関係自治
体と連携・調整し、引き続き適切な指定処分地の確保に向けた取り組みを推進していく。

建設発生土等担当

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 18,737千円 ▲ 8,778千円

課長 係長

概算人件費 21,084千円 21,175千円 21,048千円 17,540千円

総 事 業 費 275,592千円 74,897千円 56,160千円 47,382千円

増▲減 ― ▲ 200,695千円

再任用職員

差▲引



様式１

８－２－３ 1 生物多様性保全推進事業（調査）

８－２－３ 2 機器保守管理運営費

８－２－３ 3 管理運営費

事　業　評　価　書　目　次　（令和4年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[環境創造局]



（様式２－１）

款 2 項 3 目 8 － 2 － 3

□ □ □

□

■ 有 □ 無

係

1

環境にやさしいライフスタイルの実践と定着

生物多様性の保全のための調査・研究、普及啓発

指　標 計画策定時 令和３年度 目標値

― ― ― ―

令和４年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

12

4

8

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

多様な生き物を育む場をつくるためにも横浜市内の生物多様性の現状を把握することは重要であり、令和２年度は、海域10地
点、陸域3地点で調査を行い、成果を得ることができた。中期4か年計画の目標達成のためには、調査結果を生物多様性関連の
施策の基礎データとして活用するとともに市民の環境にやさしいライフスタイルの実践と定着のため普及啓発を進めていく必要
があり、庁内のニーズ把握や出前事業やイベントへの参加などの機会を積極的に活用している。

61,960千円

・環境や生きものに対するニーズは高くなっており、本業務を実施し、情報の把握・発信を行うことは社会的要請に合致している。効果
的に事業目的を達成するための調査は、直営と委託（専門家調査）で行なっている。
・全庁的に取り組んでいる生物多様性関連施策に資する基礎資料の収集に大きく貢献している。
・継続しているモニタリングや生物指標、生態系健全度簡易評価法など、全国的にも先進的な取組として紹介されている。行政施策連
携型の研究事業として重要な役割を果たしてきた。

50,075千円 51,729千円 51,586千円 51,586千円

94% 111% 97%

再任用職員 1.0人

5.3人

―

1.0人

概算人件費

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

【生物モニタリング】モニタリング調査の結果は生物多様性横浜行動計画に基づく施策実現のための基礎資料、根拠となり、また、生物
多様性の主流化に向けた普及啓発に大きく寄与できる。また、河川改修において魚が生息しやすい環境を考える根拠となる。アユなど
の調査結果は生物多様性の評価指標としても活用できる。【生物情報整備】生物環境情報のデータベース化によってオープンデータと
して多様な利活用が図られる。以上より本市が実施する必要性はある。

環境管理計画、中期４か年計画、環境管理計画（ヨコハマｂプラン）等の改定や評価、区マスタープラン作成にあたり、調査結果が活用
されている。

生物モニタリングは、40年以上継続されている事業であり、市域全体対象の生物多様性情報取得を目的とした専門家調査は他部署で
実施されていない。過去の調査結果をもとに、調査頻度を見直すなど効率的な調査を実施している。
他部署や市民、専門家団体等が取得した生物情報を一元化するため、データやシステムの整備を進めているところである。システム等
の整備により生物多様性調査の効率性向上が図られる。

生物モニタリングでは、専門家への意見聴取を行い、調査結果の評価を行っている。

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

横浜市環境管理計画
（ヨコハマｂプラン） ほか

川や海、陸域などの自然環境や生きものへの市民の関心が高いこと、行政内部からは環境情報の提供や業務支援の要望が大きいこと
から、陸域、源流域、河川域、海域における生物生息状況と環境との関係を把握し、環境整備や環境管理などの施策へ反映すると共
に環境情報を市民に発信をするために事業を実施することとなった。

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考 ※本事業は、政策の目標・方向性に直接寄与するため、指標の記載はしません。

想定事業量 計画策定時 令和３年度 目標値

①陸域・水域生物多様性に関する調査 13地点/(29年度) 13地点 114地点(4か年)

336千円

一般職職員 5.7人 5.3人

539千円差▲引

0千円

0.0人 1.0人

0千円

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

5.3人

現計予算額 7,487千円 9,458千円

△ 810千円 268千円

執行率（％） 96%

7,191千円

支出済額 7,151千円

10,642千円

0千円

8,919千円 8,001千円 10,374千円

繰越額

生物多様性に関する調査研究を行い、施策への反映や普及啓発（生物多様性の主流化）に資するデータを取得する。

令和３年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 百瀬　英雄 齋藤　直樹 七里　浩志

課長 係長

総 事 業 費 57,226千円 60,648千円 59,587千円

増▲減 2,373千円3,422千円 ▲ 1,061千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

環境創造局
環境科学研究所生物多様性保全推進事業（調査）

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容

0千円



（様式２－２）

8 款 2 項 3 目 8 － 2 － 3

■ ■ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

係

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　環境科学研究所は、環境保全等に関する総合的かつ科学的な調査研究及び技術開発を行い、市民の健康の保護並びに生活環
境の保全及び改善を図るため、地方公共団体の環境分野の研究機関として設置され、JIS等の公定法に基づく試験検査に最低限必
要と考えられる設備を設置・維持している。
　本事業は、事業場排水・有害大気汚染物質・ダイオキシン類・アスベストなど、庁内関係部署からの依頼による試験検査や、緊急的
な水質事故や異臭等の対応及び調査研究（以下、試験検査等とする）を実施するため、必要な分析機器について設置及び維持管理
することを目的とする。

　ガスクロマトグラフ質量分析計など、試験検査等の実施に必要な分析装置について、複数年リース（再リースを含む）により引き続き
設置した。一方、令和４年２月末に、主に水質分析で使用していた水銀分析計の設置をとりやめた。
　また、試験検査等の実施には、「迅速な対応」と「測定結果の精度確保」が求められるが、分析装置は非常に精密なものであり、機器
の使用を重ねると部品等に不具合が生じ、測定結果の精度に影響を及ぼすことから、分析装置の保守点検委託等を実施し、良好な
状態を維持管理した。

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書

令和３年度
事業名

所管区局・課
環境創造局

環境科学研究所

令和４年度
事業評価書

番号機器保守管理運営費

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称

大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法、ダイ
オキシン類対策特別措置法、横浜市生活環境の保全等に関
する条例など

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

2

法令等

その他

指標名（単位） 平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度実績 令和３年度実績

目標

実績

目標

実績

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 41,973千円 47,385千円 41,488千円 47,054千円

支出済額 40,750千円 46,355千円 40,759千円 51,582千円

繰越額

1,223千円 1,030千円 729千円 △ 4,528千円

2.4人

0.0人 0.0人

執行率（％） 97% 98% 98% 110%

人
件
費

一般職職員 2.4人 2.4人 2.4人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 百瀬　英雄 蓑島　浩二 猪俣　好美

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　環境科学研究所で保有している分析機器は一般に広く普及されたものであり、民間企業への分析の委託化は可能であるが、緊急
的な水質事故や異臭等に迅速に対応できるのは本市に設置されている分析機関ならではの強みである。
　これまで、東日本大震災における原子力発電所事故時の空間放射線量の測定やその後の放射性物質の測定、令和２年10月以降
に横浜市内で複数回発生した異臭時の大気分析、毎年数十件発生している河川等での水質事故時の水質分析などに迅速に対応
し、結果を正確に情報発信することで市民の安全・安心な生活環境の確保に貢献してきた。

事業目的に
対する
有効性

　試験検査等に必要とされる最低限の分析装置を複数年リースにより設置し、保守点検委託等の実施により良好な状態を維持するこ
とで、緊急時等に迅速に分析し、分析結果を正確に情報発信して、市民の安心・安全につなげることができた。

本事業の
効率性・
類似性

　ガスクロマトグラフ質量分析計など、試験検査等の実施に必要な分析装置について、複数年リース（再リースを含む）により引き続き
設置した。一方、事業見直しにより、令和４年２月末に水銀分析計の設置をとりやめた。
　また、分析装置の保守点検は、対象となる装置を厳選し外部委託により実施し、経費節減及び業務効率化を実施した。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

　緊急的な水質事故や異臭等への対応に加え、庁内関係部署からの依頼による試験検査や調査研究に迅速に対応するために、本
事業は必要であることから引き続き実施する。
　分析機器の精密性及び精度管理の観点から10年で更新することが多いため、庁内関係部署の分析ニーズや社会情勢の見通しなど
を踏まえて、機器の更新について都度検討していく必要がある。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

分析機器のリース費用や維持に必要な保守委託費等の固定費であり、達成指標の概念になじまな
い。

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 5,723千円 10,823千円

課長 係長

概算人件費 21,084千円 21,175千円 21,048千円 21,048千円

総 事 業 費 61,834千円 67,530千円 61,807千円 72,630千円

増▲減 ― 5,696千円

再任用職員

差▲引



（様式２－２）

8 款 2 項 3 目 8 － 2 － 3

□ □ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

係

事業の目的
(事業開始の

経緯）

昭和51年4月の研究所開所に伴い、効率的な施設の維持管理および安全かつ良好な執務環境の確保を行うために実施。
　なお、平成27年4月に磯子区滝頭から神奈川区恵比須町（賃貸）へ移転した。

施設設備の維持管理に必要な委託及び修繕、その他業務に必要な物品の購入　職員等の庶務労務全般。

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書

令和３年度
事業名

所管区局・課
環境創造局

環境科学研究所

令和４年度
事業評価書

番号管理運営費

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
横浜市環境科学研究所規則

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

3

法令等

その他

指標名（単位） 平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度実績 令和３年度実績

目標

実績

目標

実績

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 110,740千円 111,670千円 112,365千円 112,388千円

支出済額 109,881千円 111,250千円 110,810千円 110,689千円

繰越額

859千円 420千円 1,555千円 1,699千円

3.9人

0.0人 0.0人

執行率（％） 99% 100% 99% 98%

人
件
費

一般職職員 3.9人 3.9人 3.9人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 百瀬　英雄 木村　亮一 鈴木　孝史

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

環境科学研究所が行う測定分析、調査研究を円滑に実施するために、施設の維持管理、執務環境の確保を行う必要がある。

事業目的に
対する
有効性

設備保守委託、不具合箇所の修繕等を実施することにより、適切な施設管理、良好な執務環境の確保を図ることができている。

本事業の
効率性・
類似性

環境科学研究所は、環境に関する調査研究を実施する横浜市唯一の機関である。
より効果的な測定分析、調査研究および効率的な施設管理の実施を図っていく必要がある。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

　光熱水費の節減、最適な設備保守等、効率的な施設管理を引き続き進める。
　中長期的な研究所業務の方向性を踏まえ、適切な機器更新を進める。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

施設・設備の維持管理経費であるため。

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 647千円 ▲ 121千円

課長 係長

概算人件費 34,262千円 34,410千円 34,203千円 34,203千円

総 事 業 費 144,143千円 145,660千円 145,013千円 144,892千円

増▲減 ― 1,517千円

再任用職員

差▲引



様式１

８－３－１ 1 事業者温暖化対策促進事業

８－３－１ 2 大気水質常時監視

８－３－１ 3 環境測定事業

８－３－１ 4 次世代自動車普及促進事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和４年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[環境創造局]



（様式２－１）

款 3 項 1 目 8 － 3 － 1

■ ■ □

□

■ 有 □ 無

係

令和３年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 森山　晴美 工藤　優子 岩田　章

課長 係長

総 事 業 費 81,822千円 61,265千円 47,318千円

増▲減 ▲ 1,481千円▲ 20,557千円 ▲ 13,947千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

環境創造局環境管理課
事業者温暖化対策促進事業

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容

0千円

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

3.0人

現計予算額 46,890千円 32,923千円

2,148千円 3,023千円

執行率（％） 100%

23,156千円

支出済額 46,682千円

22,550千円

0千円

34,796千円 21,008千円 19,527千円

繰越額

・地球温暖化対策計画書制度に基づき、一定規模以上のエネルギーを使用する事業者に対し、温室効果ガス削減に向けた３か年計
画の作成、毎年度の実施状況報告を義務付ける。市は、その内容を評価、公表し、特に優良な取組を行った事業者を表彰する。
・低炭素電気普及促進計画書制度に基づき、市内に電気を供給する小売電気事業者の排出係数・再エネ導入率の情報を収集し、事
業者に対して必要な情報を公表する。

208千円

一般職職員 4.0人 3.0人

△ 1,873千円差▲引

0千円

0.0人 0.0人

0千円

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

地球温暖化対策の推進に関する法律
横浜市生活環境の保全等に関する条例

・事業活動に起因する温室効果ガスの排出削減に向け、事業者の自主的な取組を促進する
・事業者による低炭素電力の利用を促進する

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考 ※本事業は、政策の目標・方向性に直接寄与するため、指標の記載はしません。

想定事業量 計画策定時 令和３年度 目標値

②地球温暖化対策計画書及び報告書提出数 340件（29年度）
326件

1,575件（4か年）
1,590件（4か年）

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づいて、事業活動に起因する温室効果ガス排出量を削減するため、地球温暖化対策計
画書制度の運用により事業者の自主的な取組を促進する必要がある。

定量的な目標として温暖化対策計画書及び報告書の提出件数を指標としている。報告書を提出した制度対象事業者全体の温室効
果ガス排出量は、直近の３年間で約6.2％減少しており、着実に温室効果ガスの排出量の削減が進んでいる。

・業務の一部を専門事業者に委託し、効率的に業務を執行している。
・同様の制度を運用している神奈川県や川崎市と合同で事業者向けの省エネセミナーを開催するなど、効率的に普及啓発を実施し
ている。

環境創造審議会

45,837千円

・地球温暖化対策計画書制度の対象事業者全体の温室効果ガス排出量は着実に減少しており、本制度は市内の温室効果ガス排出
削減に寄与していると考えられる。
・低炭素電気普及促進計画書制度の運用を通じて把握される、市内に電気を供給する電気小売事業者の排出係数、再エネ導入率
の情報を活用し、更なる温室効果ガス排出量の削減を進めていく。

35,140千円 26,469千円 26,310千円 26,310千円

106% 91% 87%

再任用職員 0.0人

3.0人

―

0.0人

概算人件費

1

環境にやさしいライフスタイルの実践と定着

市民・企業等との協働による温暖化対策の促進

指　標 計画策定時 令和３年度 目標値

令和４年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

12

3

8

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

温暖化対策計画書制度の運用により、引き続き事業者の温室効果ガスの排出量の削減をはかるとともに、制度対象外の中小
事業者に向けた啓発を行う。さらなる排出量の削減に向けて、低炭素電力の利用についても周知・広報を進めていく。



（様式２－２）

8 款 3 項 1 目 8 － 3 － 1

■ □ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

係

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 12,743千円 ▲ 1,709千円

課長 係長

概算人件費 34,583千円 34,854千円 34,779千円 34,779千円

総 事 業 費 253,672千円 257,121千円 244,378千円 242,669千円

増▲減 ― 3,449千円

再任用職員

差▲引

本資料は、公正・適正に作成しました。 森山　晴美 浅野　卓哉 毛受　広人

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

市内の大気・水質環境の汚染の状況と大規模工場からの排ガス・排水の状況を常時監視することにより、環境基準に対する評価や事
業者指導、その他の環境施策展開における基礎データとして使用するために欠かせないものです。

事業目的に
対する
有効性

大気・水質常時監視システムにより、市域の全般にわたり環境監視項目について適切に状況を把握しています。これらの測定結果は
国・県への報告の他、ホームページに公開し、市民へ広く提供しています。

本事業の
効率性・
類似性

これまで監視センターで使用してきた測定器は経年老朽化が進んでおり、不具合が発生する度に修繕で対応してきました。平成30年
３月のテレメータシステムの更新の際に仕様の見直しを行ない、テレメータシステムと併せて測定器についてもリースによる更新を行い
ました。これに伴い、測定器の急な故障に伴う長期かつ大規模な欠測が発生する危険性が減少し、安定的な常時監視が可能となりま
した。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

大気汚染防止法等に基づき、測定が義務付けられている事業（法定受託事務）として実施しているため、実施できません。

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

信頼性のある常時監視データを得る上で、各種測定器を格納する局舎は礎となるものであることから、　経年老朽化する局舎の整備、
維持管理を適切に行わなくてはなりません。同様に、光化学オキシダント注意報の根拠となるオゾン計や、平成21年に環境基準が設
定されたことをうけ測定を開始したPM2.5計等の測定器についても、保守管理及び更新を継続的かつ計画的に進める必要がありま
す。

△ 8,118千円 △ 502千円 3,246千円 4,074千円

3.5人

0.8人 0.8人

執行率（％） 104% 100% 98% 98%

人
件
費

一般職職員 3.5人 3.5人 3.5人

0.8人 0.8人

①28局 ②１局 ③30工場

④29工場 ④29工場

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 210,971千円 221,765千円 212,845千円 211,964千円

支出済額 219,089千円 222,267千円 209,599千円 207,890千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度実績 令和３年度実績

①28局 ②１局 ③28工場

水質測定局数④発生源工場
目標 ④29工場 ④29工場 ④29工場 ④29工場

実績 ④29工場 ④29工場

大気測定局数①一般自排局
　　　　　　②補助局

　　　　　　　　　③発生源工場

目標 ①28局 ②１局 ③30工場 ①28局 ②１局 ③30工場 ①28局 ②１局 ③30工場 ①28局 ②１局 ③28工場

実績 ①28局 ②１局 ③30工場 ①28局 ②１局 ③30工場

事業の目的
(事業開始の

経緯）

昭和39年に自動測定機による二酸化硫黄及び浮遊粉じんの常時測定を開始し、昭和43年には大気環境測定局のテレメータ化及び
オンラインデータ処理装置を設置しました。その後、昭和44年に大気汚染防止法等により、環境の常時監視が義務付けられました。

大気汚染（環境28局（一般環境測定局20局・自動車排出ガス測定局８局）、発生源30工場）と水質汚濁（発生源29工場）の状況につい
て、常時監視を行っています。

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書

令和３年度
事業名

所管区局・課
環境創造局
環境管理課

令和４年度
事業評価書

番号大気水質常時監視

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
大気汚染防止法、水質汚濁防止法

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

2

法令等

その他



（様式２－２）

8 款 3 項 1 目 8 － 3 － 1

■ □ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

係

本資料は、公正・適正に作成しました。 森山　晴美 浅野　卓哉 中川さおり

増▲減 ― ▲ 2,422千円 ▲ 7,848千円 ▲ 688千円

課長 係長

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

水質汚濁防止法、大気汚染防止法、騒音規制法及び振動規制法等の法律並びに横浜市水と緑の基本計画に基づく環境測定であ
り、市域の水質・大気・地下水・騒音等の状況を適切に把握するために欠かせないものです。

事業目的に
対する
有効性

この事業で実施している環境測定のほとんどは自動測定することができず、サンプリング・測定・分析・解析を行っています。これらは
大気・水質常時監視を補完し、市域の全般にわたる環境状況を適切に把握しています。また測定結果は国・県への報告の他、ホーム
ページに公開し、市民へ広く提供しています。

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

本事業の
効率性・
類似性

限られたリソースの中で最大限の効果を発揮するように測定地点、測定回数の見直しを実施しています。中小河川調査については、
中小河川の水質が改善したことから見直しを行い、平成30年度以降は見送っています。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

大気汚染防止法、水質汚濁防止法及び騒音規制法等に基づき、本市が行う測定事業であるため、実施できません。

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

本事業は、常時監視事業とともに、市内の大気・水質環境の汚濁の状況を把握し、環境基準に対する評価や事業者指導等における
基礎データとして使用するために不可欠なものであり、今後も継続して実施していきます。　分析結果等に基づいて測定項目や測定
頻度を調整し、さらに安価で効果的な環境把握ができるように工夫していく必要があります。また、新たな物質のモニタリングを行う必
要性が高まった際に、即応できる技術力を維持しなければなりません。

2.5人

再任用職員 0.2人 0.2人 0.2人 0.2人

概算人件費 22,921千円 23,051千円 22,946千円 22,946千円

総 事 業 費 74,773千円 72,351千円 64,503千円 63,815千円

執行率（％） 116% 112% 100% 92%

人
件
費

一般職職員 2.5人 2.5人 2.5人

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 △ 7,012千円 △ 5,468千円 △ 195千円 3,398千円

41,362千円 44,267千円

支出済額 51,852千円 49,300千円 41,557千円 40,869千円

70地点

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 44,840千円 43,832千円

水質測定地点数
目標 82地点 77地点 78地点 78地点

実績 82地点 84地点 79地点

令和３年度実績

大気・騒音測定地点
数

目標 60地点 60地点 50地点 38地点

実績 59地点 55地点

指標名（単位） 平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度実績

30地点 38地点

事業の目的
(事業開始の

経緯）

昭和46年度以降、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、騒音規制法及び振動規制法等の法律並びに横浜市水と緑の基本計画等に
基づき、環境測定を実施しています。

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

自動測定機による測定体制では把握できない各種の大気汚染、水質汚濁、騒音・振動、アスベストなどの環境測定を行います。

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書

令和３年度
事業名

所管区局・課
環境創造局
環境管理課

令和４年度
事業評価書

番号環境測定事業 3

具体的
名称

大気汚染防止法　水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制
法その他



（様式２－１）

款 3 項 1 目 8 － 3 － 1

□ ■ □

■

□ 有 ■ 無

係

令和３年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 山本　恵幸 一色　裕介 筒井　達郎

課長 係長

総 事 業 費 79,249千円 83,531千円 103,253千円

増▲減 ▲ 31,606千円4,282千円 19,722千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

環境創造局環境エネル
ギー課次世代自動車普及促進事業

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容

0千円

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

4.0人

現計予算額 95,289千円 109,986千円

10,804千円 2,243千円

執行率（％） 56%

78,977千円

支出済額 52,894千円

38,810千円

0千円

48,239千円 68,173千円 36,567千円

繰越額

　自動車の走行に伴って排出される温室効果ガスや大気汚染物質を削減するため、集合住宅向け充電設備や充放電設備、ＦＣＶの
導入に向けた補助を実施した。また、公用車への次世代自動車の率先導入や自動車メーカーとの協業による普及啓発イベントを実施
した。

42,395千円

一般職職員 3.0人 4.0人

61,747千円差▲引

0千円

0.0人 0.0人

0千円

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

横浜市生活環境の保全等に関する条例、横浜市地球温暖化
対策実行計画他

　大気環境の改善及び地球温暖化防止を目的として、これまで次世代自動車の普及を進めてきた。
　電気自動車（以下、「EV」という）・プラグインハイブリッド車（以下、「PHV」という）については、集合住宅向けEV充電設備や充放電設
備の導入支援、燃料電池自動車（以下、「FCV」という）については本体価格への導入支援等を行い、普及を図る。

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考

※１　25年度排出量（2,159t-CO2／年）に対する削減割合。最新の年度については速報値による数値を掲
載
※２　令和３年度実績は９月公表予定
※３　想定事業量の策定時の数値、令和３年度実績、目標値は事業評価書番号8-2-4・6の事業と合算

想定事業量 計画策定時 令和３年度 目標値

次世代自動車普及台数 6,073台（累計）（29年度） －※２（累計） 10,000台（累計）

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

　脱炭素社会の実現に向け、次世代自動車は少しずつ普及してきているが、依然として、市内へのＦＣＶの導入や水素ステーションの
整備には多くの費用がかかっているため、導入・整備費用に対する支援を継続して行っていく必要がある。また、集合住宅へのEV充
電設備や充放電設備の設置を促進することは、次世代自動車の普及だけでなく、市域のレジリエンス強化にも繋がる効率的な事業で
ある。公用車における次世代自動車の率先導入は、本市が民間事業者へ模範を示すことによる波及効果を期待できる事業となってい
る。

　市内の次世代自動車登録台数は、毎年着実に増加しており、現在の事業目的に対し、一定の成果は得られている。反面、温暖化
対策実行計画で設定された高い目標数値と比較するとまだ遅れているため、今後も着実に事業を継続していく必要がある。

　普及段階に応じ、執行体制や事業手法、経費などを精査・改善し、より効果的な取り組みについて検討していく必要がある。

現在、市民など外部意見を反映させる仕組みはないが、市民の関心が大きい事業内容であるため、様々な団体や組織から意見をい
ただく機会が多い事業である。

71,647千円

　中期４か年計画の目標達成に向け、引き続き、車両導入の支援やインフラ整備に向けた施策を進めていく必要がある。
　国の動向等も注視しつつ、市内の次世代自動車の普及状況に合わせ、施策（補助、普及啓発等）を検討、実施していく。

26,355千円 35,292千円 35,080千円 35,080千円

44% 86% 94%

再任用職員 0.0人

4.0人

―

0.0人

概算人件費

4

地球温暖化対策・エネルギー施策の大都市モデルの創造

低炭素型次世代交通の普及促進

指　標 計画策定時 令和３年度 目標値

市域の温室効果ガス排出量 1,734万t-CO2/年（19.7％減）(27年度)※１ 25年度比28.8％減(令和2年度)※１ 25年度比22％減(令和2年度)※１

令和４年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

10

6

8

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

　補助事業の実施等により普及台数は増加しているが、中期４か年計画上の目標達成に向け、引き続き、次世代自動車導入
の補助や、水素ステーションの整備促進により、市民が次世代自動車を選択しやすい環境づくりを進めていく必要がある。ま
た、市役所自らが、公用車への次世代自動車の率先導入等を進めることで、市域全体に波及させていく役割を担うとともに、イ
ベント等の機会を通じて市民への普及啓発に取り組んでいく必要がある。



様式１

８－４－１ 1 自然観察の森事業

８－４－１ 2 ガーデンシティ事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和４年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[環境創造局]



（様式２－２）

8 款 4 項 1 目 8 － 4 － 1

□ ■ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

係

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 594千円 380千円

課長 係長

概算人件費 5,271千円 5,294千円 5,262千円 5,262千円

総 事 業 費 35,862千円 36,561千円 35,967千円 36,347千円

増▲減 ― 699千円

再任用職員

差▲引

本資料は、公正・適正に作成しました。 小田嶋　鉄朗 清水　恭子 竹内　章裕

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

横浜自然観察の森は、環境の保全や環境教育などのため、レンジャーという専門職員が常駐し、調査、管理、普及啓発を通して自然
の魅力を発信する市内唯一の環境学習施設であり、体験学習をはじめとした教育機関の総合的な学習の場や、生物の調査・研究の
拠点となっている。また、開園当初から市民ボランティアと協働で施設を運営しており、人材育成の場として必要な施設である。

事業目的に
対する
有効性

新型コロナウィルスによるまん延防止等重点措置発出の影響により、入館者数は目標値よりも減少したが、レンジャーによる一般来園
者、学校団体、市民団体等への自然解説や、自然環境の普及啓発につながる体験行事をオンラインやセルフガイドシート等の手法を
活用することで実施し、事業目的の効果を上げている。また観察の森の自然環境の経年的な調査を行い、環境保全のための管理作
業を行い、生物多様性に貢献している。その他、行事や環境調査・管理については市民ボランティアと協働で進めている。

本事業の
効率性・
類似性

自然環境への豊富な知識をもつ レンジャーによる案内・解説、行事運営、環境調査・管理を進めている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

横浜自然観察の森の運営について、横浜市とレンジャー、市民ボランティア団体（横浜自然観察の森友の会）と協働で行っている。令
和２年４月から指定管理者による管理を開始し、今後、評価委員会による事業評価を行っていく。

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

これまでの業務委託による案内・解説、行事運営、環境調査・管理については、令和２年４月に指定管理者制度を導入し、指定管理
者の柔軟な対応力を活用してきたが、令和３年度は新型コロナウィルスによるまん延防止等重点措置発出の影響を受けて来場者が減
少した。コロナ禍の中、感染状況を見極めながら対面での活動と、リモート観察会などのオンラインでの活動を使い分け運営を行って
いる、。利用者の身近な樹林地での野外活動への期待に対応していくため、感染状況を見極めながら様々な方法で、さらなる利用者
へのサービス向上と経費の節減等を図っていく。

172千円 △ 288千円 508千円 134千円

0.6人

0.0人 0.0人

執行率（％） 99% 101% 98% 100%

人
件
費

一般職職員 0.6人 0.6人 0.6人

0.0人 0.0人

20,362

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 30,763千円 30,979千円 31,213千円 31,219千円

支出済額 30,591千円 31,267千円 30,705千円 31,085千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度実績 令和３年度実績

27,272

目標

実績

自然観察センター
入館者数（人）

目標 49,000 49,000 49,000 49,000

実績 42,621 27,710

事業の目的
(事業開始の

経緯）

環境庁（当時）の自然観察の森整備事業に基づき、市民が身近な自然にふれあい、自然保護の普及と向上を図る場として昭和６１年
に設置された。（自然観察の森第１号）

(1)　自然観察その他自然に親しむ学習活動の指導
(2)　自然観察の調査及び研究
(3)　自然保護活動の育成及び指導

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書

令和３年度
事業名

所管区局・課
環境創造局

みどりアップ推進課

令和４年度
事業評価書

番号自然観察の森事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
横浜自然観察の森条例

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

1

法令等

その他



（様式２－１）

款 4 項 1 目 8 － 4 － 1

□ □ □

■

■ 有 □ 無

係

2

花・緑・農・水が街や暮らしとつながるガーデンシティ横浜の推進

ガーデンネックレス横浜の推進

指　標 計画策定時 令和３年度 目標値

 18区での地域に根差した花と緑の取組 ―　（29年度） 18件（延べ72件） 延べ72件（４か年）

令和４年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

9

1

8

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

「第33回全国都市緑化よこはまフェア」の成果を発展・継承したガーデンシティ横浜推進の先導的取組として「ガーデンネックレス
横浜2021」を開催し、山下公園など都心臨海部や里山ガーデンでの花と緑による魅力創出、国内外に向けたＰＲ活動により、賑
わいづくりや多様な主体との連携を進めた。
　ガーデンシティ横浜のさらなる推進に向け、「ガーデンネックレス横浜」では市民、企業、団体など様々な主体との連携をさらに
進める。また、市の花バラをテーマにした「横浜ローズウィーク」や「里山ガーデンフェスタ」の開催により、都心臨海部・郊外部で
の花と緑によるまちの魅力創出と賑わいづくりを進めることで、2027年の国際園芸博覧会の開催に向けて機運醸成につなげてい
く。

296,013千円

ガーデンシティ横浜のさらなる推進に向け、市民、企業、団体など様々な主体との連携をさらに進め、都心臨海部・郊外部など全市的に
花と緑によるまちの魅力創出と賑わいづくりを進める。また事業の実施にあたり、専門部会および利用者アンケート結果を反映し、より効
果的な広報、プロモーションを展開する。

35,140千円 42,350千円 35,080千円 35,080千円

73% 71% 84%

再任用職員 0.0人

4.8人

―

0.0人

概算人件費

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

「第33回全国都市緑化よこはまフェア」の成果を発展・継承し、ガーデンシティ横浜を推進している。2027年の「国際園芸博覧会」の開催
に向けた機運醸成につなげるためにも、山下公園など都心臨海部や里山ガーデンでの花と緑による魅力創出、国内外に向けたＰＲ活
動により、賑わいづくりや多様な主体との連携を進めることが必要である。また、市民が花や緑の魅力に触れ、生活に潤いと安らぎを感じ
られるようにするため、来場することが出来ない場合やコロナ禍でも安心して楽しめる取組が求められる。

都心臨海部では、令和３年３月27日～６月13日の期間、郊外部では令和３年３月27日～５月９日の期間、ガーデンネックレス横浜2021の
実施により、花と緑による街の魅力創出と賑わいづくりを行った（秋の里山ガーデンフェスタは中止）。ガーデンネックレス横浜2021来場
者アンケートの結果としても、「花・緑への関心」は「来場を契機に更に高まった」が高い割合（約90％）を占め、一定の結果が得られた。
また、初めて実施した非接触のスタンプラリーには4,000名以上が参加し、コロナ禍でも安心してめぐり歩きを楽しんでいただくことが出来
た。実施にあたっては庁内のみならず事業者とも連携してＰＲ活動を展開することで、全市的な広報を行った。

実行委員会の諸規程に基づき、適切・効率的に事業を行った。
また、令和元年11月に設立した里山ガーデンフェスタ専門部会との連携により、効率的に事業に取り組んだ。
会場整備では、前年度に引き続き都市公園等の既存施設を活用し、整備期間の短縮などの効率化を図るため、関係課と十分な調整を
行いながら事業を進めた。
さらに、各種事業に公民連携の視点を取り入れ、公募による連携事業の実施など経費以上の成果を上げた。

実行委員会や専門部会を設置し、関係機関、各種団体、企業等と意見交換をする機会をつくりながら事業を推進した。
また、都心臨海部および郊外部において利用者アンケートを実施し、市民の意見を取り入れた。

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

横浜みどりアップ計画

ガーデンシティ横浜のリーディングプロジェクトである「ガーデンネックレス横浜」により、都心臨海部の公園緑地や郊外部の里山ガーデ
ンを中心に花と緑による魅力創出等の取組を進めるとともに、全市的な広報、プロモーションの展開を目的とする。

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考

想定事業量 計画策定時 令和３年度 目標値

花と緑によるまちの魅力創出と賑わいづくり ―　（29年度） ２地区 ２地区／年

18,956千円

一般職職員 4.0人 4.0人

105,525千円差▲引

0千円

0.0人 0.0人

0千円

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

4.0人

現計予算額 149,000千円 386,200千円

102,712千円 48,267千円

執行率（％） 87%

354,200千円

支出済額 130,044千円

309,200千円

0千円

280,675千円 251,488千円 260,933千円

繰越額

① 都心臨海部での花と緑による街の魅力創出と賑わいづくり ・・・ ガーデンネックレス横浜2021の実施、横浜ローズウィークの実施
② 郊外部の里山ガーデンでの花と緑による魅力創出と賑わいづくり ・・・ 里山ガーデンフェスタの運営
③ 広報、プロモーションの展開 ・・・  ガーデンネックレス横浜2021の開催に伴うＰＲ活動の展開、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各種イベントの実施、令和４年度の開催準備
※ガーデンネックレス横浜2021春の開催期間：令和３年３月27日～６月13日、秋の里山ガーデンフェスタは中止

令和３年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 小田嶋　鉄朗 小野澤　圭介 松田　真依

課長 係長

総 事 業 費 165,184千円 323,025千円 286,568千円

増▲減 9,445千円157,841千円 ▲ 36,457千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

環境創造局
みどりアップ推進課ガーデンシティ事業

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容

0千円



様式１

8－4－2 1 生産環境の整備と支援事業

8－4－2 2 農業委員会関連運営

8－4－2 3 農政推進事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和４年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[環境創造局]



（様式２－１）

款 4 項 2 目 8 － 4 － 2

■ □ ■

■

■ 有 □ 無

係

令和３年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 近藤　元子 鈴木　雄大 木村　友哉

課長 係長

総 事 業 費 253,349千円 233,642千円 213,660千円

増▲減 ▲ 16,257千円▲ 19,708千円 ▲ 19,982千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

環境創造局農政推進課
生産環境の整備と支援事業

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年
計画の指標、
想定事業量

具体的な
事業内容

0千円

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

12.5人

現計予算額 140,297千円 128,726千円

2,714千円 7,735千円

執行率（％） 102%

106,749千円

支出済額 142,658千円

95,513千円

0千円

118,308千円 104,035千円 87,778千円

繰越額

　農地の多面的機能が発揮されている都市と調和した良好な環境を創り出すため、農業者団体等が行う畑地かんがい施設等の農業
基盤の整備や農業振興策の策定等を支援したほか、未移管農道（農政推進課管理農道）の移管を効率的かつ確実に進捗させるため
に関係部署と調整した農道移管マニュアルを整理した。
　さらに、ふるさと村の総合案内所として開設した「寺家・四季の家」「舞岡・虹の家」の管理運営に対して支援を行い、都市住民と農業
者の交流を通じて、市民に憩いの場を提供し、都市農業の振興を図った。

△ 2,361千円

一般職職員 12.6人 12.5人

5,372千円差▲引

0千円

0.0人 0.0人

5,046千円

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

土地改良法、横浜市農業生産基盤整備事業補助金交付要
綱、横浜ふるさと村設置事業実施要綱、横浜ふるさと村総
合案内所管理運営事業補助金交付要綱、農業振興地域の整
備に関する法律、持続性の高い農業生産方式の導入の促進
に関する法律、食料・農業・農村基本法、土地改良法、横
浜市補助金の交付に関する規則、横浜市農業専用地区設定
要綱、不動産登記法、道路法、横浜市下水道条例等

　農地の保全と農業生産環境の向上及び都市と調和した良好な環境の創出

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考

想定事業量 計画策定時 令和３年度 目標値

生産環境の整備地区 ９地区／年（29年度）
８地区

30地区（４か年）
24地区（４か年）

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

・市域の約７％を占める農地は、単なる農業生産の場としてだけではなく、農体験や食農教育の場、災害時の防災空間、市民の生活
に潤いをもたらす田園風景の提供などの多面的機能を有している。良好な農地や農業用水等を確保するための農業生産基盤の整備
は、本市の農業振興策の根幹をなす事業として重要な役割を担っているが、多額の経費を要することから支援が必要。
・生産基盤を維持し、老朽化した農業用施設を再整備することにより、農業生産の振興、耕作放棄地の拡大防止を図るとともに、都市
の環境に資する農地の多面的機能を発揮できるようにする。
・一般車両も通行する、公道としての位置付けが強くなった農道の管理の所在を明確にし、市民の土地利用が円滑に進むようにする。
・ふるさと村では面的に農景観を保全しており、本市の貴重な里山景観の保全の一端を担っている。総合案内所は、ふるさと村の来村
者への案内や魅力発信を実施しており、都市住民と農業者の交流や市民の農業への理解に重要な役割を果たしている。

　生産環境の整備が進むことで農地の保全及び、農業生産環境の安定的な向上が図られ市民へ新鮮な農産物が供給されるだけで
なく、市民の憩いの場としての緑地空間の提供、雨水の涵養やヒートアイランドの緩和、農地のもつ多面的機能の効果が発揮された、
都市と調和した良好な環境を創りだすことができる。ふるさと村の総合案内所により適切な情報が発信されることにより、都市住民と農
業者の交流や市民の農業に対する理解の醸成が促進される。また、未移管農道を公道として道路管理者に引き継ぐことで、維持管理
等が行き渡たるようになり、沿道市民の土地利用が円滑に進む等の市民サービスの向上につながっている。

・市内約30の農業者団体から80件以上の要望が寄せられた中で、優先順位を検討し、予算内で可能な限り支援を行っている。また、
農業者団体に対し農業用施設の適切な管理について指導を行い、施設の長寿命化等を図っている。
・未移管農道については、土木事務所の境界査定や民間からの査定依頼との連携を図ることにより効率的に作業を進めることを検討
している。
・ふるさと村では総合案内所があることによって、他の農業専用地区や恵みの里ではできない来村者への案内や魅力の発信ができて
いる。　また、自動販売機を設置する等、財源確保に努めている。

　農業振興地域の整備に関する法律に基づき、昭和48年に本市として策定した「農業振興地域整備計画」については、おおよそ５年
毎に見直しを行っている。その手続き上、法定縦覧を行うほか、計画策定にあたり市民意見を受け付け反映させている。ふるさと村総
合案内所を運営している管理運営委員会には外部委員も含まれており、客観的な立場から運営状況をチェックしている。

197,403千円

　生産基盤整備については、地域の特性を踏まえた新規整備、老朽化した施設の再整備について継続的に支援策を講じることで、農
地の荒廃化や耕作放棄地の抑制を進める。また、未移管農道については、一般交通に供する道路の管理者として、現場対応ができ
る仕組みの構築や、関係局と連携した維持管理、移管のための事業を進める。
　ふるさと村については、関係機関などと連携し、農景観を継続的に保全していくためのふるさと村の活性化検討や総合案内所の運
営手法の見直しを図る。

110,691千円 110,288千円 109,625千円 109,625千円

96% 97% 92%

再任用職員 0.0人

12.5人

―

0.0人

概算人件費

1

活力ある都市農業の展開

農業生産基盤の安定化・効率化に向けた支援、農地の利用促進

指　標 計画策定時 令和３年度 目標値

令和４年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

13

2

8

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

　令和３年度は、８地区で老朽化した畑地かんがい施設の再整備や土地改良区域内の道路整備、換地に向けた測量などを支
援した。老朽化した農業用施設は市内に数多く存在しており、また複数の土地改良事業が継続中であることから、今後も生産
基盤の整備について継続的に支援策を講じる必要がある。
　また、都市化の進展に伴い、公道としての位置付けが強くなった農道について管理を道路管理者に引き継ぐことで、沿道市
民の土地利用が円滑に進むようにする。横浜ふるさと村では総合案内所における情報の発信等を行い、ふるさと村の魅力を市
民へアピールしたが、更なる施設利用活性化や運営の効率化を図る必要がある。



（様式２－２）

8 款 4 項 2 目 8 － 4 － 2

■ ■ ■

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

係

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 5,674千円 5,158千円

課長 係長

概算人件費 166,037千円 162,899千円 158,423千円 167,193千円

総 事 業 費 338,914千円 347,953千円 342,279千円 347,437千円

増▲減 ― 9,039千円

再任用職員

差▲引

本資料は、公正・適正に作成しました。 唐澤　健 木村　久徳 菅原　真理

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

農業委員会等に関する法律第３条第１項において市町村に農業委員会を置くことが定められており、同法第６条において、農業委員
会は農地法その他の法令によりその権限に属させられた農地等の利用関係の調整に関する事項等を処理することが定められてい
る。

事業目的に
対する
有効性

農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する
ことにより、本市農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図った。

本事業の
効率性・
類似性

農業委員会等に関する法律施行令第３条において、区域面積が２万４千ヘクタール以上の市町村は、２以上の農業委員会を置くこと
ができるとされており、本規定に基づき、横浜市中央農業委員会及び横浜市南西部農業委員会の２つの農業委員会を設置し効率的
に事業を実施している。
農業委員会が実施する事業は、同法第６条において、農業委員会が行うこととされており、類似するものはない。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

公募及び農業関係団体等の推薦による透明なプロセスで委員選定を行っており、また、１名以上の農業者以外の中立な立場で公正
な判断をする者を含む体制としている。

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律（平成28年４月１日施行）において、農地利用の最適化の推進を農業委員会の必
須事項とするなどの制度改正が行われ、農業委員会が担う役割は変化している。本市においても、当該法律改正を踏まえ、農業委員
の選任を機に農業委員会の組織を見直した。今後も、法令の規定に基づき、農業の健全な発展に寄与するため事業を実施していく。

8,267千円 11,320千円 12,007千円 5,441千円

17.9人

2.0人 2.0人

執行率（％） 95% 94% 94% 97%

人
件
費

一般職職員 18.9人 17.9人 16.9人

0.0人 1.0人

62

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 181,144千円 196,374千円 195,863千円 185,685千円

支出済額 172,877千円 185,054千円 183,856千円 180,244千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度実績 令和３年度実績

61

目標

実績

農業委員等の人数
目標 - - - -

実績 62 61

事業の目的
(事業開始の

経緯）
農業委員会等に関する法律に基づく行政委員会としての農業委員会の運営

農地法その他の法令によりその権限に属させられた農地等の利用関係の調整に関する事項、農業経営基盤強化促進法等によりその
権限に属させられた事項、区域内の農地等の利用の最適化の推進に関する事項等に関する事務を行った。

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書

令和３年度
事業名

所管区局・課 環境創造局農政推進課
令和４年度
事業評価書

番号農業委員会関連運営

実施根拠

法律 条例 規則
具体的
名称

農業委員会等に関する法律、横浜市農業委員会設置規則、農地
法、横浜市各農業委員会の委員等の定数に関する条例、横浜市非
常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例、横浜市農業委員会
委員の費用弁償条例、横浜市実費弁償条例、横浜市職員定数条
例、独立行政法人農業者年金基金法、横浜市農業委員会委員候補
者の選定に関する要綱　等

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

2

法令等

その他



（様式２－２）

8 款 4 項 2 目 8 － 4 － 2

■ ■ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

係

利用権設定面積
(ha)

目標 26.8 39.4 45.4 40.5

実績 45.4 40.5 36.1 51.9

事業の目的
(事業開始の

経緯）
持続可能な都市農業を確立し、農業生産の基盤となる農地の利用を促進します。

・農業の推進に関わる各種計画（横浜都市農業推進プランなど）の検討・進捗管理を行った。また、「農業経営基盤強化促進法」に基づく
農地の貸し借りや新規参入者等の就農支援を進めた。
・農地を貸したい農地所有者と農地を借りたい農家の募集を行い、データベース化を行った。貸し出し希望の農地情報を借りたい農家
に情報提供し、市がマッチングの仲介をすることで、農地の貸し借りが円滑に進んだ。また、農業振興地域内の農用地を対象に、農地の
貸し借りの際に農地中間管理機構（神奈川県農業公社）が間に入り、農地の集約化を進めた。また、平成28年度より県から権限移譲を
受けた農地転用許可等に必要な手続きを行った。
・農地の確保と地域農業の振興を図るため、市街化調整区域では「農用地区域」、市街化区域では「生産緑地地区」として指定・管理を
行った。さらに、災害時の市民の安全確保と被害の軽減、円滑な復旧に活用するため「防災協力農地」の登録・更新を行った。
・農政推進課と農政事務所における事務や農政広報活動、農政に関する懇談会の運営を行った。戸塚区総合庁舎内南部農政事務所
及び屋上農園の管理・運営を行った。

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書

令和３年度
事業名

所管区局・課 環境創造局農政推進課
令和４年度
事業評価書

番号農政推進事業

実施根拠

法律 条例 規則

具体的
名称

都市農業振興基本法、生産緑地法、農業経営基盤強化促進法、
農地法、横浜市農業次世代人材投資資金交付要綱、特定農地貸
付けに関する農地法等の特例に関する法律、農業振興地域の整
備に関する法律、横浜市防災協力農地登録制度要綱、農地中間
管理事業の推進に関する法律、横浜市生産緑地地区の区域の規
模に関する条例　等

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

3

法令等

その他

指標名（単位） 平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度実績 令和３年度実績

1265.0

農地マッチング面積
(ha)

目標 2.0 2.0 2.0 2.0

実績 8.0 2.9

生産緑地及び農用
地区域の指定面積

の合計(ha)

目標 1284.9 1280.9 1276.3 1272.6

実績 1280.9 1276.4 1272.6

2.7 4.4

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 24,563千円 29,634千円 78,982千円 73,450千円

支出済額 19,756千円 21,876千円 59,515千円 51,186千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

4,807千円 7,758千円 19,467千円 22,264千円

10.2人

0.9人 0.9人

執行率（％） 80% 74% 75% 70%

人
件
費

一般職職員 10.2人 10.2人 10.2人

0.9人 0.9人

本資料は、公正・適正に作成しました。 近藤　元子 安藤　正和 小澤　奈緒子

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

・都市農業振興基本法に地方計画（都市農業推進プラン）の策定と都市農業の振興が地方公共団体の役割として位置付けられている。
・活力ある都市農業を展開するためには、具体的な農業施策の位置付けと計画的な業務遂行が必要である。
・市が貸付希望農地の情報を集約し、借受希望者へ提示することで、農地の貸し借りをスムーズに行い、耕作が困難になった農地などを
多様な担い手が耕作することで、農地の遊休化や担い手不足などの課題解決を図ることができる。
・生産緑地法により生産緑地地区に関する管理指導や、生産緑地地区の追加、廃止等に伴う都市計画変更が義務付けられている。農
振法により農振農用地区域に関する管理指導や、基礎調査や計画変更等の法定事務手続き及び担い手農家の育成が求められてい
る。災害時に一時避難場所や資材置き場、応急仮設住宅用地としての活用などニーズがある。
・農政事業を円滑に執行するため。
・農業後継者及び新規就農者などの新たな担い手の確保により、耕作放棄地の解消を図るため。

事業目的に
対する
有効性

・農業次世代人材投資事業及び横浜市新規就農者農業経営改善支援事業により、新たな担い手の確保・定着が進んだ。
・農地マッチング制度の導入により、農地を貸したい農地所有者と、借りたい農家が容易に農地のマッチングを行えるようになり、円滑な
農地の貸し借りにつながっている。
・農業生産の向上と農的環境の保全のため、都市農業の維持と農地等の将来的な確保が重要である。市内の農地面積維持のため、市
街化区域では生産緑地地区の追加指定を行い、市街化調整区域では農業振興地域整備計画を適正に管理するとともに、農地転用を
公平・公正に審査した。
・農政広報活動を通して、農地の貸し借り等の農政事業を農家や市民に周知し、事業推進に貢献した。

本事業の
効率性・
類似性

・農業次世代人材投資事業交付金受給者の営農状況確認や交付金希望者に対する営農計画指導により、事業の適正な執行に努め
た。
・横浜市新規就農者農業経営改善支援事業の周知、補助金申請の支援を行うことにより、事業の適正な執行に努めた。
・手続きの明確化や、農地借受希望者の登録基準の見直しなど、事業の手引を改正することで、効率的な事業執行ができるよう努めた。
・生産緑地地区の指定拡大を図るため、平成29年度に横浜市生産緑地地区の区域の規模に関する条例を制定し、面積要件の緩和を
行った。農業振興地域整備計画の基礎調査及び整備計画の見直しは概ね５年ごとに実施するとされている。前回は、都市計画区域区
分の見直しに合わせ平成27年から29年に実施し、業務の正確性や効率性を図っている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

・都市農業推進プランの策定にあたっては、素案を公表し市民意見募集を行った。
・生産緑地地区の都市計画変更（追加、廃止等）は、都市計画審議会にて決定することになっている。
・農用地区域の変更の際には、関係地区の農業団体等に意見照会を行っており、農業振興地域整備計画の変更の際は法定による計画
変更案の公告縦覧・意見書の提出や異議申出が定められている。
・関連する行政機関や農業者団体との意見交換会を定期的に開催して随時本事業について意見を聞いている。

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

・よこはま都市農業推進委員会等での意見を踏まえ、事業内容等の見直しを行っていく。
・常に最新の農地の情報を農家に提供できるように、データ整備を進めていく。また、心理的障壁から貸出をためらう農地所有者も一定
数いるため、さらなる制度・事業周知に取り組むことで、より多くの農地の貸し借りにつなげていく。
・生産緑地地区の主たる従事者の死亡・故障に伴い、土地所有関係者から買取申出があるが、市街化区域の農地を本市が取得すること
は財政的に困難であり、結果として生産緑地地区が廃止され、指定面積が減少傾向にある。しかし、市街化区域内農地の保全のため、
生産緑地の追加指定や新たに創設された特定生産緑地制度の推進を図っていく。
・農政事務所による地元調整や補助金申請手続きの窓口対応、農政推進課でのとりまとめや計画管理を円滑に進めることで、様々な農
政事業を効率よく着実に執行する。
・関連する行政機関や農業者団体と連携を行い、農業後継者及び新規就農者の就農支援に向けた事業の検討を行う。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由事

業
実
績

達成指標

事
業
概
要

37,223千円 ▲ 8,329千円

課長 係長

概算人件費 93,922千円 94,465千円 94,049千円 94,049千円

総 事 業 費 113,678千円 116,341千円 153,564千円 145,235千円

増▲減 ― 2,663千円

再任用職員

差▲引



様式１

8－4－3 1 市内産農畜産物の生産振興事業

8－4－3 2 農業の担い手支援事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和４年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[環境創造局]



（様式２－１）

款 4 項 3 目 8 － 4 － 3

■ □ □

■

■ 有 □ 無

係

中期計画
関連事業令　和　４　年　度　事　業　評　価　書　

令和３年度
事業名

8

所管区局・課 環境創造局農業振興課

令和４年度
事業評価書番号

市内産農畜産物の生産振興事業

1

政策番号

横浜市農畜産物の高付加価値化促進事業実施要綱等
その他

中期計画
政策 活力ある都市農業の展開

施策（事業） 付加価値の高い農畜産物等の生産振興

13

主な施策（事業）番号 1

法令等 法律 条例 規則 具体的
名称

事業の目的

  市内産農畜産物の安定的かつ効率的な生産ができるよう、生産、販売、流通等に必要な設備等の支援や、営農上の知識・情報等
の提供により、市内産農畜産物の生産を振興します。
　特に、農畜産物の付加価値を高める取組や生産性を高める取組を進めます。
　また、環境への負荷を軽減した農畜産物の生産や消費者ニーズの高い品目の生産を支援するとともに、都市農業特有の課題に対
応するための取組を推進します。

具体的な
事業内容

１　付加価値を高める取組の推進
　　(1)推奨品目作付及びＰＲ
２　スマート農業技術の活用
　　(1)スマート農業技術設備等支援
３　環境への負荷を軽減した農業の推進
　　(1)周辺環境への配慮
４　畜産の振興
５　下水道資源を活用したスマート農業実証事業

事
業
実
績

中期４か年
計画の指

標、想定事
業量

指　標 計画策定時 令和３年度 目標値

事
業
概
要

実施根拠

付加価値の高い農畜産物の生産設備導入支援 4件/年
4件

16件（4か年）
20件/4か年

備考 ※本事業は、政策の目標・方向性に直接寄与するため、指標の記載はしません。

- - - -

想定事業量 計画策定時 令和３年度 目標値

208,345千円

支出済額 6,019千円 11,560千円 13,048千円 11,344千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 12,033千円 16,656千円 16,729千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 37,365千円

差▲引

増▲減 ― 5,739千円

6,014千円 5,096千円 3,681千円 159,636千円

5.2人

再任用職員 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人

執行率（％） 50% 69% 78% 23%

人
件
費

一般職職員 5.2人 5.2人 5.2人

概算人件費 45,682千円 45,880千円 45,604千円 45,604千円

総 事 業 費 51,701千円 57,440千円 58,652千円 94,313千円

1,212千円 35,661千円

本資料は、公正・適正に作成しました。 朝倉　友佳 田並　静 横山　美香子

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

・高付加価値化事業では、農畜産物の安定的な生産、生産物の品質向上、配送方法などの様々な利用・消費ニーズに応じた
きめ細かな対応と適切な施策展開を進めていく必要がある。
・スマート農業設備の導入支援を進めるため、スマート農業技術設備等の導入に対し支援を行った。また、市内農業者の経営
規模や内容に適したスマート農業について実証事業を行うため、下水道部署と連携しスマート農業機器の選定や設置を行っ
た。

課長 係長

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

・地産地消条例、中期４か年計画及び都市農業推進プランの活力ある農業経営につながる取組の一つとして実施している。
・市内の飲食店等のニーズ等に即した市内産農畜産物の生産振興や出荷等を促すなど、市内産農畜産物の付加価値の向上につな
がる取組を推進し、市民の認知度向上や消費拡大につなげることが必要である。
・農家の経営安定及び収益向上のため、自然環境や個々の技術水準に左右されない農業振興を図る必要があり、スマート農業技術
を導入する農家や特別栽培に取り組む農家を市が支援することにより、農家の経営安定及び収益向上を助け、市民への農産物供給
量向上へ寄与するものである。

事業目的に
対する有効

性

・生産者と事業者のマッチングにより、消費者ニーズに応じた農畜産物の生産振興やＰＲをこれまで以上に効果的に進めていくことが
可能となった。
・本市が求めるスマート農業技術が市内で展開されることで、高品質・高収益な栽培、栽培の効率化や収量増加、栽培技術の見える
化(匠の技の継承)などの効果が期待できるが、普及していない技術を導入することや高額な経費の負担に不安や抵抗を感じる農家も
多いため、支援する必要がある。

本事業の
効率性・
類似性

・飲食店等の利用ニーズを踏まえ、市内産農畜産物の高付加価値化につながる品目の検討をさらに深めていく必要がある。特に、生
産者とのマッチングには、飲食店が求める農畜産物の量や質、配送方法などへのきめ細かな対応が求められる。
・スマート農業技術を普及させるためには、本市による導入支援を推進し、多くの実績や成果を市内農業者に広く示していくとともに、
農業者のニーズも踏まえた支援策の検討も進める必要がある。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

本事業は「横浜都市農業推進プラン」（令和元年度作成）及び中期4か年計画に位置付けられた事業であり、これらは作成にあたりパ
ブリックコメントを受けている。

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

・生産者と事業者のマッチングを進め農畜産物の高付加価値化を図っていくため、求められる農畜産物のニーズをしっかりと把握する
とともに安定的な生産と供給の支援が必要。
・そのための仕組みや支援できる体制づくりとあわせ、横浜の「農」の価値が今よりもさらに消費者に認められるための戦略的な広報を
進めていく。
・スマート農業技術の普及を図るため、関心のある農家の相談にきめ細かく対応するとともに、市内農業者の経営規模や内容に適した
支援策について検討・実証事業を行い、職員および農家へ研修を行う。
・畜産の振興については、国の補正予算対応に伴い、補正及び繰越を実施した。今後も、市内畜産農家のニーズを把握し、国費等も
活用しながら支援を行っていく。



（様式２－１）

款 4 項 3 目 8 － 4 － 3

■ □ □

■

■ 有 □ 無

係

2

活力ある都市農業の展開

横浜の農業を支える担い手の支援

指　標 計画策定時 令和３年度 目標値

- - - -

令和４年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

13

3

8

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

・横浜の農業を支える中心的な担い手である認定農業者の経営改善支援（補助事業）に関して、目標の５件を上回る11件の支援
を行うことができた。
・その一方で、認定農業者の農業経営改善に関する要望全てには応えきれていない状況であり、効果的に事業実施するため、
優先順位を精査するなど効率的に業務を進めていく必要がある。

95,448千円

・農業経営を支援する各事業は継続的に実施する。ただし、補助金の予算枠が年々減少する中で、補助対象者の範囲のさらなる絞り込
みや効果的な執行のための優先順位を各事業毎に精査していく。
・認定農業者の制度は、法改正により農協の理事や農業委員の条件となり、より注目されていることから、農家や農協等の関係機関と行
政が認定基準等、統一的な認識が持てるようにし、効率的な事務の執行に努める。
・利子補給をはじめとした金融支援は引き続き実施していくとともに、制度の利用者拡大に向けて融資機関等との検討を進めていく。

64,532千円 64,963千円 69,283千円 69,283千円

29% 36% 32%

再任用職員 0.0人

6.8人

―

0.0人

概算人件費

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

・農家の高齢化や担い手不足、天候不順による生育不良、農地周辺の宅地化等農業を取り巻く課題は様々で、農業用機械の購入費等
の負担や周辺からの苦情など個々の事情で営農できなくなる場合も多いため、市内産農畜産物の安定供給には、これらの問題に対する
農家の支援が必要。
・認定農業者制度は、法で市長による認可が定められた制度で、認定した経営体の支援は市の責務となっている。
・また、認定農業者制度は、地域の中核的な担い手として大規模経営化の支援を基軸としているが、本市は中小規模の家族経営の農家
が多いため、市民ニーズや環境に配慮した農業経営を行う環境保全型農業者や女性農業者などの多様な担い手の育成、支援も必要。

・経営改善に取り組む農家の農業用機械等の導入支援は目標を上回っており、安定的、効率的な農業経営の推進に寄与している。
・横浜型担い手の認定や支援は概ね目標に達している。女性農業者の活動支援やネットワークの拡大により、直売や加工等の新たな取
組を行うなどの成果が見られる。
・認定農業者への融資制度（基盤強化資金利子助成）等により、地域の中核となる農業経営体や自立経営農家の育成、経営の安定化
において、一定の成果が得られた。

・生産設備等の補助は、各事業の目的に沿った計画性のある取組を優先的に補助するなど、補助金の効果的な執行に努めた。
・経営資金預託について、事務の簡素化も踏まえ、運営方法を見直した。

本事業は「横浜都市農業推進プラン」（令和元年度作成）及び中期4か年計画に位置付けられた事業であり、これらは作成にあたりパブ
リックコメントを受けている。

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

横浜市経営改善支援事業補助金交付要綱
農業経営基盤強化促進法等

１　積極的に経営改善に取り組む農業者への営農支援を実施し、認定農業者やよこはま・ゆめ・ファーマー、環境保全型農業推進者と
いった横浜の農業を支える多様な担い手を育成・支援します。特に、都市農業の中心的な担い手である認定農業者への支援内容を拡
充し、新たな農業経営に向けた取組を支援します。
２　農業経営に要する低利で短期の運転資金の預託、農業経営の近代化・合理化に必要な中期資金の融資に伴う利子補給、農業経営
基盤強化促進法に基づく融資に対する利子助成を行い、自立経営農家の育成と経営の安定化を図ります。加えて、国・県が実施する野
菜価格安定事業に参加する生産者に対し資金造成負担金の一部を支援します。

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考 本事業は、政策の目標・方向性に直接寄与するため、指標の記載はしません。

想定事業量 計画策定時 令和３年度 目標値

農業経営の改善支援（補助事業） 7件/年
11件

37件(4か年)
20件/4か年

50,356千円

一般職職員 6.8人 7.9人

61,665千円差▲引

0千円

1.0人 1.0人

0千円

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

7.9人

現計予算額 87,963千円 86,440千円

53,149千円 56,284千円

執行率（％） 43%

83,050千円

支出済額 37,607千円

82,449千円

0千円

24,775千円 29,901千円 26,165千円

繰越額

１　農業の担い手の育成・支援
　　(1)横浜型担い手の認定・支援
　　　ア．認定農業者　イ．よこはま・ゆめ・ファーマー　ウ．環境保全型農業推進者　エ．トップ経営体（県MBA研修修了者）
　　(2)農業技術・経営力の向上
　　　ア．担い手育成支援（研修奨励）　　イ．栽培調査展示　　ウ．園芸技術指導
２　農業経営の安定対策
　　(1)農業金融制度等の充実
　　　ア．農業経営資金融資預託　イ．農業振興資金利子補給　ウ．基盤強化資金利子助成
　　(2)野菜生産価格安定対策

令和３年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 朝倉　友佳 田並　静 浅見　友里子

課長 係長

総 事 業 費 102,139千円 89,738千円 99,184千円

増▲減 ▲ 3,736千円▲ 12,401千円 9,446千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

環境創造局農業振興課
農業の担い手支援事業

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容

0千円



様式１

8-5-1 1 公園維持管理事業

8-5-1 2
公園・施設別管理運営事業
（指定管理者移行）

8-5-1 3 市民利用施設予約システム運営事業

8-5-1 4 公園愛護会活動等支援事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和４年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[環境創造局]



（様式２－２）

8 款 5 項 1 目 8 － 5 － 1

■ ■ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

係

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

91,922千円 113,365千円

課長 係長

概算人件費 2,031,919千円 2,042,688千円 2,032,599千円 2,032,599千円

総 事 業 費 4,889,908千円 4,968,965千円 5,060,887千円 5,174,252千円

増▲減 △ 11,522千円 79,057千円

再任用職員

差▲引

本資料は、公正・適正に作成しました。 得能　千秋 井上　宏 齋藤　さよみ

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

市民にとって安全で利用しやすい公共の場を提供するため、公園及び緑地等並びに公園内各種運動施設等の維持管理は必須であ
る。

事業目的に
対する
有効性

大規模な公園等で指定管理者制度やPark-PFI等の公民連携手法を導入するなど、維持管理費の削減や財源確保、管理運営体制
の充実に取り組んでおり、一定の成果が得られている。

本事業の
効率性・
類似性

今後、さらに指定管理者制度やPark-PFI等の公民連携手法の導入を検討することで、民間事業者のアイディアやノウハウを活用する
など、事業の効率向上を図る。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

維持管理を行うにあたっては、公園愛護会活動者をはじめ、地域住民からの様々な要望・意見を集め反映している。

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

今後も管理公園数・面積が増加していくことが見込まれるが、厳しい財政状況の中、市民サービス面における現状の管理水準の維
持・向上を図る。

211,098千円 148,573千円 293,042千円 181,583千円

224.2人

13.0人 13.0人

執行率（％） 93% 95% 91% 95%

人
件
費

一般職職員 224.2人 224.2人 224.2人

13.0人 13.0人

2,699公園

1,725.7ha 1,734.8ha

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 3,069,087千円 3,074,850千円 3,321,330千円 3,323,236千円

支出済額 2,857,989千円 2,926,277千円 3,028,288千円 3,141,653千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度実績 令和３年度実績

2,705公園

公園面積(ha)
目標 1,713.0ha 1,721.1ha 1,725.7ha 1,734.8ha

実績 1,713.0ha 1,721.1ha

公園数（公園）
目標 2,685公園 2,691公園 2,699公園 2,705公園

実績 2,685公園 2,691公園

事業の目的
(事業開始の

経緯）
市民が安全かつ快適に利用できるように、公園及び緑地等の維持管理を行う。

遊具等施設の定期的な点検や補修及び日常的な清掃、草刈、樹木の剪定等を行う。

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書

令和３年度
事業名

所管区局・課
環境創造局

公園緑地管理課

令和３年度
事業評価書

番号公園維持管理事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
都市公園法、横浜市公園条例、横浜市公園条例施行規則

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

1

法令等

その他



（様式２－２）

8 款 5 項 1 目 8 － 5 － 1

■ ■ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

係

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　「公の施設」の管理運営にあたり、利用者サービス向上とより効率的・効果的な公園の管理運営を実施することを目的に、平成15年6
月の地方自治法改正により創設された指定管理者制度を導入し、横浜市の公園及び公園施設を指定管理者による管理運営を実施
するため平成16年7月より事業が開始された。

平成16年７月に３公園への指定管理者制度導入を開始し、令和４年３月末現在で91公園に指定管理者制度が導入されている。

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書

令和３年度
事業名

所管区局・課
環境創造局

公園緑地管理課

令和４年度
事業評価書

番号 公園・施設別管理運営事業（指定管理者移行）

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
地方自治法、都市公園法、横浜市公園条例

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

2

法令等

その他

指標名（単位） 平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度実績 令和３年度実績

91

目標

実績

指定管理者制度導
入公園数

目標 89 90 91 91

実績 89 90 91

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 2,973,942千円 3,358,590千円 3,608,579千円 3,467,235千円

支出済額 3,051,849千円 3,313,629千円 3,352,487千円 3,430,637千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

△ 77,907千円 44,961千円 256,092千円 36,598千円

3.8人

執行率（％） 103% 99% 93% 99%

人
件
費

一般職職員 3.8人 3.8人 3.8人

本資料は、公正・適正に作成しました。 得能　千秋 芹澤　勝 五味　さやか

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　市内大規模・新規公園を中心に積極的な運用を図っており、質の高いサービスの提供と本市財源の節減等に有効。

事業目的に
対する
有効性

　指定管理者制度の導入により、公園の設置目的を効果的に達成するため必要があると認める場合は、引き続き指定管理者による管
理運営を行なっていく。
　また、指定管理者制度導入により市民サービスの向上が図られた取組（自主事業の実施、民間事業者のもつ経営資源やノウハウ、
アイデアを生かした取組等）が有効な場合は、取組の不実施による市民サービスの低下などが予測される。

本事業の
効率性・
類似性

　指定管理者制度の本旨である「多様化する市民ニーズを効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し
つつ、市民サービスの向上と経費の節減等を図ること」を目標とした効率的な運用を図り、民間活力の導入を図っている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　指定管理期間中における、外部委員で構成される選定評価委員会による第三者評価の実施により、運営の向上を目指す。

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

　人件費や物価の変動、新型コロナウイルス感染症拡大により公園の管理運営コスト面で厳しい状況もあるが、新型コロナウイルス感
染症対策を行いつつ、指定管理者の能力や創意工夫を最大限に引き出しながら、管理経費を削減し、公園の利便性向上など、利用
者満足度を高めていく。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

38,657千円 78,150千円

課長 係長

概算人件費 33,383千円 33,527千円 33,326千円 33,326千円

総 事 業 費 3,085,232千円 3,347,156千円 3,385,813千円 3,463,963千円

増▲減 ― 261,924千円

再任用職員

差▲引



（様式２－２）

8 款 5 項 1 目 8 － 5 － 1

□ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

係

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　市民が施設の利用予約をするためには、直接施設に足を運んで予約や抽選の申込みをする必要があり、施設の利用機会が均等で
なかったこと、また、施設の情報が統一的に提供できていなかったことなど、利用者への配慮が充分ではなかったため、平成８年11月
から予約システムの運用を開始した。

　施設利用のための抽選申込み・予約申込みを電話やインターネットで受け付けるシステムの運用及びサービスセンターの運営委託
や、システム改修委託を行う。
　※本事業は３局３課（環境創造局公園緑地管理課、市民局スポーツ振興課、文化観光局文化振興課）による共同運営事業

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書

令和３年度
事業名

所管区局・課
環境創造局

公園緑地管理課

令和４年度
事業評価書

番号市民利用施設予約システム運営事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
横浜市市民利用施設予約システム利用者登録約款

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

3

法令等

その他

指標名（単位） 平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度実績 令和３年度実績

61,637

目標

実績

当システムの利用者
総登録数（件）

目標 58,792 59,481 59,770 60,617

実績 59,481 59,770 60,617

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 39,721千円 38,659千円 36,915千円 44,116千円

支出済額 39,129千円 38,576千円 45,037千円 41,400千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

592千円 83千円 △ 8,122千円 2,716千円

1.1人

0.0人 0.0人

執行率（％） 99% 100% 122% 94%

人
件
費

一般職職員 1.1人 1.1人 1.1人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 安形　和倫 芹澤　勝 大嵩　彩華

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　施設の利用申込みが電話やインターネットでできるため、利用者の利便性が向上するとともに、施設が効率的に利用されることが期
待できる。また、各施設において共通のシステムで予約管理が行えるため、統一的な運用や業務の効率化にも寄与している。

事業目的に
対する
有効性

　電話・インターネットによる利用申込みや施設情報の取得が可能となっているため、利用者の利便性が向上するとともに、市民に対し
て均等に利用機会の提供ができている。

本事業の
効率性・
類似性

　開発当初（平成７年）のシステムでは最新のネットワーク環境に対応しきれず、様々な問題が発生していたため、維持管理に係る費
用が年々増加していた。そのため、事業の見直しをはかり、平成25年度にはシステム及びサービスセンターの再構築を行った。
　システムやサービスセンターは、３局（環境創造局、市民局、文化観光局）で集約し、効率的な運用を行っている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　専用のコールセンターを設置して、市民や施設管理者から意見を聴取している。聴取した意見については、毎月の定例報告会議や
臨時会議などで、事業を所管している３課及び受託事業者で共有し、システム改修や運用変更の検討を行っている。

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

　令和５年度に現行システムのサポートが終了することに伴い、次期システム再構築に向けて調達の準備を進めた。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

6,403千円 ▲ 3,637千円

課長 係長

概算人件費 9,664千円 9,705千円 9,647千円 9,647千円

総 事 業 費 48,793千円 48,281千円 54,684千円 51,047千円

増▲減 ― ▲ 511千円

再任用職員

差▲引



（様式２－１）

款 5 項 1 目 8 － 5 － 1

□ □ □

■

■ 有 □ 無

令和元年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 関本　直子 黒木　和弘 市川 太郎

課長 係長 係

総 事 業 費 180,047千円 184,511千円 186,590千円

増▲減 536千円4,464千円 2,079千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

環境創造局
公園緑地維持課公園愛護会活動等支援事業

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年
計画の指

標、想定事
業量

具体的な
事業内容

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

9.0人

現計予算額 102,667千円 103,449千円

△ 2,306千円 9,353千円

執行率（％） 98%

105,354千円

支出済額 100,982千円

117,549千円

105,104千円 107,660千円 108,196千円

繰越額

①公園愛護会費の交付、②活動物品の提供、③花壇づくり、中低木管理等の技術支援、④活動の顕著な団体・個人の表彰、⑤各区
が開催する愛護会のつどいへの支援、⑥公園愛護会制度のPR、⑦管理運営委員会運営費、⑧プレイパーク支援事業、⑨健康づくり
公園事業

―

概算人件費

1,685千円

一般職職員 9.0人 9.0人

△ 1,655千円差▲引

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

横浜市公園愛護会事務取扱要綱、横浜市公園愛護会表彰要綱、横浜市公園施設管
理運営委員会事務取扱要綱、横浜市プレイパーク運営支援要綱、横浜市プレイ
パーク支援事業補助金交付要綱

公園での地域主体によるボランティア活動を推進するため、地域住民で組織する公園愛護会等の活動の支援や制度のＰＲを推進す
る。

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考 ※本事業は、政策の目標・方向性に直接寄与するため、指標の記載はしません。

想定事業量 計画策定時 令和３年度 目標値

地域活動団体の団体数（公園愛護会・水辺愛護会・ハマロードサポーター） 3,054団体（累計） 3,171団体（累計） 3,140団体（累計）

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

高齢化の進展などにより、身近な地域の課題がより多様化・複雑化する中、様々な担い手が参加し協働して、安全で安心して
暮らせるまちづくりを進めていくことや、深刻な担い手不足などが課題となっている。公園愛護会は横浜市の公園のおよそ９割
で結成されており、清掃等、公園の日常的な手入れをしているほか、花壇づくりやイベントなど公園の魅力を高める活動を地域
ぐるみで行っている所もあり、地域コミュニティの醸成にもつながっている。

187,126千円

　愛護会活動のより一層の活性化や、愛護会相互の連携や支え合いの促進に向け、愛護会支援は今後も要請に応じ内容の見直しを行いながら持
続させていく必要がある。また、高齢社会が到来し、健康で生き生きとした活動の場として公園の役割は高まっており、その実践のために公園愛護
会活動と健康づくりを結び付けた新たな施策にも取り組んでいく必要がある。
　現在、会員の高齢化が進み、活動を担う人材を求める声は多い。一方、市民の社会貢献意欲の高まりや市民協働に対する理解の広がりから潜在
的に活動意欲を持つ市民は少なくはなく、これらをいかにマッチングさせていくかが課題となっている。持続可能な公園愛護会活動に向けて、公民
連携手法も活用しながら、制度や活動のさらなるＰＲ強化に向けて取り組みを進めている。

79,065千円 79,407千円 78,930千円 78,930千円

102% 102% 92%

再任用職員

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　必要性：愛護会活動により日常的な清掃や草刈り等の作業を担っていただくとともに、公園施設や遊具等の見守りや利用者へのマナー啓発も
担っていただいていることにより、公園の安全性、快適性の向上に寄与している。また、花壇づくり活動は、地域コミュニティの形成や世代間交流を
行いながら、公園を魅力的な空間とし、新たな公園利用者を呼び込むことへも貢献している。
　多くの公園で、地元町内会や近隣の保育園、学校が公園愛護会と連携し、地域主体の住民交流・世代間交流の取組みが行われており、今後もま
すますこうした地域の交流拠点としての機能が期待される中で、公園愛護会活動は重要な役割を果たしていくものと考えられる。
　妥当性：制度施行後60年以上が経過し、現在では9割を超える公園に愛護会が設置されているなど制度は市域で定着している。

　高齢化が進む中で、公園愛護会活動は高齢者が地域貢献のために活躍できる場となり、自らの健康づくりや健全な世代間交流の育成など、生き
生きとした地域社会づくりに有効な仕組みとなっている。公園愛護会の活発な活動の推進により、公園が地域の庭として親しまれ、公園を媒体に健
全なコミュニティ形成が育まれる。

　効率性：平成17～19年度の大幅な制度改正により、謝金のみの支援から、活動の技能取得や活動を担う人づくりへの支援強化にシフトし、市民
活動に寄り添った仕組みとなったことで、効果的に活動の発展を促している。近年は活動意欲を低減させることなく、必要最低限の予算で、より高い
育成効果の発揮に努めている。
　類似性：公共空間における清掃を中心とした市民活動では、団体数や結成率を見ても、公園以外とは比較にならない規模であり、本市にとって最
も普及し定着している市民活動の一つといえる。また、各区へのコーディネーターの配置や多様な技術支援など他都市にはない仕組みを取り入れ
ており、独自性ある取組みとなっている。

　各区土木事務所を通じ、制度運営に公園愛護会等の現場の意見・意向を取り入れている

9.0人

4

参加と協働による地域自治の支援

地域や様々な担い手との協働による取組の推進

指　標 計画策定時 令和３年度 目標値

令和２年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

33

1

8



様式１

8-5-2 1 横浜市立動物園管理運営事業

8-5-2 2 繁殖センター管理運営費

事　業　評　価　書　目　次　（令和４年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[環境創造局]



（様式２－２）

8 款 5 項 2 目 8 － 5 － 2

□ ■ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

係

事業の目的
(事業開始の

経緯）

動物への親しみ・ふれあいを通じて、楽しさ・憩い・癒しの場を市民に提供すること。
市民が、世界の野生動物の生態と現状を理解し、地球規模での環境保全へ向けて行動する機会を提供すること。

よこはま動物園ズーラシア、野毛山動物園、金沢動物園、野毛山公園（動物園を除く。）及び金沢自然公園（動物園を除く。）を指定管
理者（（公財）横浜市緑の協会）に一体的に管理運営させることにより、来園者サービスの向上に取り組んだ。

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書

令和３年度
事業名

所管区局・課 環境創造局動物園課
令和４年度
事業評価書

番号横浜市立動物園管理運営事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
動物園等の指定管理者の選定及び評価に関する要綱、横浜
市動物園条例

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

1

法令等

その他

指標名（単位） 平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度実績 令和３年度実績

よこはま：103.3／金沢：
32.2

(野毛山：50.1)

目標

実績

市内動物園来園者
数（万人）

目標
よこはま：125／金沢：33

(野毛山：前年度（72.1）並
み

よこはま：125／金沢：33
(野毛山：70)

よこはま：125／金沢：33
(野毛山：70)

よこはま：125／金沢：33
(野毛山：70)

実績
よこはま：107.7／金沢：

29.9
(野毛山：63.9)

よこはま：98.3／金沢：24.7
(野毛山：54.9)

よこはま：75.4／金沢：26.3
(野毛山：39.1)

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 2,252,643千円 2,280,795千円 2,680,079千円 2,510,414千円

支出済額 2,262,920千円 2,330,067千円 2,671,780千円 2,336,090千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

△ 10,277千円 △ 49,272千円 8,299千円 174,324千円

3.0人

0.0人 0.0人

執行率（％） 100% 102% 100% 93%

人
件
費

一般職職員 3.0人 3.0人 3.0人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 荒原　伸治 関　美有希 山本　顕

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

横浜市立動物園は３園ともに博物館法上の博物館相当施設に認定されていることから、社会教育施設として
・動物園への親しみ・ふれあいを通じて、楽しさ・憩い・癒しの場を市民に提供する
・市民が世界の野生動物の生態と現状を理解し、地球規模でも環境保全へ向けて行動する機会を提供する
・種の保存・保護及び調査研究の活動を行い、野生動物の保護における国際的役割を担う
といった役割を担う不可欠な存在である。
事業を終了することにより及ぼす影響としては、
・市民のレクリエーション及び教育の機会が大きく失われる
・市内での種の保存・保護に対する取組が大きく縮小する
・神奈川県内での野生動物保護活動が大きく縮小する
こと等が懸念される。

事業目的に
対する
有効性

横浜市の文化・観光・教育施設のひとつとして、年間200万人以上の来園者があり、また、楽しみながら環境保全について学ぶことが
できる場となっている。さらに金沢動物園では、平成28年４月に「オセアニア区」がリニューアルオープンし、市民及び来園者に対して
新たな魅力（＊）を提供することができるようになった。
（＊）ウォークスルーのできるオオカンガルーの展示場等

本事業の
効率性・
類似性

すでに３園一体の指定管理に移行し、節減努力を重ねた経費の中で創意工夫をして管理運営や広報等を行っている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

附属機関である指定管理者選定評価委員会の開催および利用者アンケート等を行うことにより、外部からの評価や来園者・市民等の
意見を積極的に収集し、改善に役立てている。

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

平成27年４月に全面開園したよこはま動物園「アフリカのサバンナ」や、平成28年４月にリニューアルオープンした金沢動物園「オセア
ニア区」等施設整備にあわせたプロモーション等を進めるとともに、県外における認知度向上を含め、指定管理者を中心に引き続き集
客・プロモーションを進めている。また、バードショー出張や標本展示など里山ガーデンとの連携や横浜動物の森公園内のPark-PFI事
業者との連携を引き続き行い、新たなニーズへの対応を積極的に進める。さらに、これまでの取り組みや包括外部監査での意見なども
踏まえ引き続き改善策を検討していく。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由事

業
実
績

達成指標

事
業
概
要

341,554千円 ▲ 335,690千円

課長 係長

概算人件費 26,355千円 26,469千円 26,310千円 26,310千円

総 事 業 費 2,289,275千円 2,356,536千円 2,698,090千円 2,362,400千円

増▲減 ― 67,261千円

再任用職員

差▲引



（様式２－１）

款 5 項 2 目 8 － 5 － 2

□ □ □

■

■ 有 □ 無

係

令和３年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 荒原　伸治 尾形　光昭 中村　浩隆

課長 係長

総 事 業 費 92,122千円 93,652千円 92,472千円

増▲減 1,880千円1,531千円 ▲ 1,181千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

環境創造局動物園課
繁殖センター管理運営費

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容

0千円

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

5.0人

現計予算額 55,064千円 55,136千円

5,478千円 5,418千円

執行率（％） 91%

55,932千円

支出済額 50,192千円

55,919千円

0千円

51,465千円 50,454千円 50,501千円

繰越額

横浜市繁殖センターにおいて、国際的に絶滅の危機に瀕する動物や、国内産および横浜市内産の希少動物の保全・繁殖に取り組ん
でいる。
一般展示とは隔離した場所で動物にできるだけストレスを与えない落ち着いた環境の確保を図り、繁殖、遺伝子等の調査研究を専門
的に行っている。

4,872千円

一般職職員 4.5人 4.5人

3,671千円差▲引

0千円

0.5人 0.5人

0千円

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

横浜市繁殖センター規定

平成11年よこはま動物園の開園と平行して、希少野生動物の保全施設として開所した。

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考 ※本事業は、政策の目標・方向性に直接寄与するため、指標の記載はしません。

想定事業量 計画策定時 令和３年度 目標値

②国内産希少動物の繁殖技術の研究・確立
希少動物の繁殖技術の
確立等

飼育技術の研究 繁殖技術の確立

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

国内外の希少動物の飼育繁殖、研究等の域外保全活動の活性化を通じ、生物多様性保全に貢献する。

絶滅危惧種の繁殖に毎年成功する一方、種の保存に関する研究も推進し、学会等での成果報告を行っている（３年度４件）。更に市
内で減少傾向の著しい両生類の生息域外保全および野生復帰にも取り組んでいる。また、日本動物園水族館協会と連携し、国内産
の絶滅危惧種の繁殖研究に貢献している。

○希少種の繁殖促進を目指し、新規導入を含め、飼育動物の移出入を積極的に行う必要がある。
○横浜市立動物園間との協力体制を強化し、横浜市立動物園全体の繁殖研究を推進し、横浜市立動物園における種の保存事業に
貢献する必要がある。

市民参加イベント時にアンケートを実施し、業務改善を図っている。

94,351千円

○希少動物の域外保全施設として、これまでに日本産および海外産希少種の繁殖実績を通じて、生物多様性保全に貢献してきた。
更に市内産希少種の繁殖にも取り組み、市内の生物多様性保全にも貢献しており、今後も、同様の成果が期待できる。
○国内動物園として有数の調査研究を実施する一方で、海外絶滅危惧種の野生復帰活動など国内動物園では類例のない活動にも
従事している。
○今後は研究機関及び環境省等との連携を強化し、「種の保存」事業を推進する一方で、飼育動物の繁殖促進のために、動物の移
出入を進める。更に経年劣化による施設老朽化に伴い、施設維持費の増大が見込まれるため、計画的な施設修繕および備品更新を
図る。

41,930千円 42,187千円 42,018千円 43,850千円

93% 90% 90%

再任用職員 0.5人

4.5人

―

0.0人

概算人件費

2

環境にやさしいライフスタイルの実践と定着

生物多様性の保全のための調査・研究、普及啓発

指　標 計画策定時 令和３年度 目標値

- - -

令和４年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

12

4

8

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

横浜市や国内に生息する希少な動物の繁殖技術の研究に取り組むと共に、市民団体などとも協力し生息地の調査や保全活
動に取り組んだ。その結果、市内産希少種（ツチガエル）について、市民団体等と協力し飼育下繁殖個体の野生復帰活動を実
施するに至った。更にニホンライチョウについて、環境省等と連携し人工授精および低温下での精液保存技術開発に取り組ん
だ。引き続き、繁殖技術の研究に取り組むと共に、横浜市立動物園および市民団体等と協力した保全活動を推進することで、
市内産及び国内産の希少動物の保全に貢献していく。



様式１

8-6-1 1 公園整備事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和４年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[環境創造局]



（様式２－１）

款 6 項 1 目 8 － 6 － 1

■ ■ ■

□

■ 有 □ 無

係

1

花・緑・農・水が街や暮らしとつながるガーデンシティ横浜の推進

魅力ある公園の新設・再整備、公民連携の推進

指　標 計画策定時 令和３年度 目標値

― ― ― ―

令和４年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

9

4

8

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

地域のニーズを反映しながら、老朽化した公園の再整備や施設改良を計画的に実施するとともに、公園が不足している地域へ
の新たな公園整備を継続して行った。
身近な公園が充足されていない地域における緑のオープンスペースの確保が課題になっており、計画的に適正配置に取り組
む必要がある。

16,317,081千円

今後も、国費や他の歳入の確保に努めるとともに、官民連携による事業を推進する。さらに公園用地の寄附等による確保に努め、市費
の圧縮に努める。

658,875千円 661,725千円 657,750千円 657,750千円

95% 95% 98%

再任用職員 0.0人

75.0人

―

0.0人

概算人件費

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

市民に身近な公園から多様なレクリエーションの要望に応える大規模な公園まで、計画的に整備していくとともに、既存公園の再整備・
改良を行い、安全・安心に利用できるようにする必要があり、これを民間企業等で行うことは困難である。

公園整備により、緑のオープンスペースを確保することにより、子供が安全に遊べる場所を確保、生活に潤いがもたらされるといった効
果が見込まれ、また、震災等の避難地としての活用も防災性の向上に寄与している。

他事業で公園を整備するものはなく、また事業執行については効率的に行っている。

公園愛護会などからの要望、意見等を確認し、利用者が安全安心に公園を利用できるよう調整を行っている。

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

都市公園法、同法施行令・横浜市公園条例、同条例施行規
則・横浜市福祉のまちづくり条例、同条例施行規則

横浜市における都市公園の新設整備等を推進し、公共の福祉の増進に資することを目的に事業を実施

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考
・政策９・主な施策５・想定事業量①②の達成にも関連
※本事業は、政策の目標・方向性に直接寄与するため、指標の記載はいたしません。

想定事業量 計画策定時 令和３年度 目標値

新設・再整備の公園数 239か所（26～29年度）
56か所

220か所（4か年）
240か所（4か年）

600,812千円

一般職職員 75.0人 75.0人

889,476千円差▲引

2,274,612千円

0.0人 0.0人

1,971,752千円

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

75.0人

現計予算額 14,839,606千円 16,936,706千円

827,513千円 365,478千円

執行率（％） 96%

15,468,409千円

支出済額 13,479,675千円

16,024,809千円

2,245,072千円

14,075,478千円 12,395,824千円 13,384,719千円

繰越額

都市公園の新設整備、再整備、施設改良等

令和３年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 坂井　和洋 木下　博文 田中　菜緒

課長 係長

総 事 業 費 14,897,669千円 16,708,955千円 15,298,646千円

増▲減 1,018,435千円1,811,286千円 ▲ 1,410,309千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

環境創造局
みどりアップ推進課公園整備事業

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容

759,119千円



様式１

17－１－12 1 みどり保全創造事業費会計繰出金

事　業　評　価　書　目　次　（令和４年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[環境創造局]



（様式２－２）

17 款 1 項 12 目 17 － 1 － 12

□ ■ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

係

事業の目的
(事業開始の

経緯）
平成21年度みどり保全創造事業費会計設置による。

横浜みどりアップ計画[2019-2023]のうち、一般会計で負担するとされている事業経費等をみどり保全事業費会計への繰出しを実施。

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書

令和３年度
事業名

所管区局・課
環境創造局

みどりアップ推進課

令和４年度
事業評価書

番号みどり保全創造事業費会計繰出金

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
横浜市特別会計設置条例

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

1

法令等

その他

指標名（単位） 平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度実績 令和３年度実績

目標

実績

目標

実績

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 2,338,559千円 3,152,273千円 3,267,929千円 3,385,648千円

支出済額 2,182,453千円 3,066,187千円 3,227,588千円 3,347,152千円

繰越額 50,354千円 3,576千円 6,148千円 6,293千円

105,752千円 82,510千円 34,193千円 32,203千円

0.1人

0.0人 0.0人

執行率（％） 95% 97% 99% 99%

人
件
費

一般職職員 0.1人 0.1人 0.1人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 坂井　和洋 木下　博文 鈴木　司

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

横浜みどりアップ計画に基づくみどり保全創造事業費会計設置期間中は、継続する必要がある。

事業目的に
対する
有効性

横浜みどりアップ計画に基づくみどり保全創造事業費会計での事業執行が行われている。

本事業の
効率性・
類似性

横浜みどりアップ計画[2019-2023]の執行に必要な財源として計画的に執行されており、他の類似性はない。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

横浜みどりアップ計画に基づくみどり保全創造事業費会計設置期間中は継続する必要がある。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

163,968千円 119,709千円

課長 係長

概算人件費 879千円 882千円 877千円 877千円

総 事 業 費 2,233,686千円 3,070,645千円 3,234,613千円 3,354,322千円

増▲減 ― 836,960千円

再任用職員

差▲引



様式１

17-1-14 1 下水道事業会計繰出金

事　業　評　価　書　目　次　（令和４年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[環境創造局]



（様式２－２）

17 款 1 項 14 目 17 － 1 － 14

■ □ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 ■ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

係

事業の目的
(事業開始の

経緯）
昭和３９年に下水道事業に地方公営企業法が適用されたことに伴い、総務省の繰出基準に基づいて繰出しを開始した。

雨水処理に関する経費や水質規制経費、水洗便所改造命令経費、不明水処理経費、高度処理経費等について、下水道事業会計
に対して繰出しを行った。

令　和　４　年　度　事　業　評　価　書

令和３年度
事業名

所管区局・課 環境創造局経理経営課
令和４年度
事業評価書

番号下水道事業会計繰出金

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
地方公営企業法第17条の２第１項、第17条の３、

第18条第１項

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

1

法令等

その他

指標名（単位） 平成30年度実績 令和元年度実績 令和２年度実績 令和３年度実績

目標

実績

目標

実績

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 44,887,524千円 43,396,775千円 38,735,206千円 39,641,008千円

支出済額 44,887,524千円 43,018,775千円 38,735,206千円 39,641,008千円

繰越額

0千円 378,000千円 0千円 0千円

執行率（％） 100% 99% 100% 100%

人
件
費

一般職職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 成松利宣 佐々木誠 二宮 健

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する
有効性

本事業の
効率性・
類似性

本市下水道事業会計への繰出金は、本事業で一括して管理している。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価
及び

事業見直し
の方向性

今後も浸水対策をはじめ、老朽化が進む管きょ、ポンプ場、処理場などの長寿命化や再整備が控えているが、経費節減に努めてい
く。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 4,283,569千円 905,802千円

課長 係長

概算人件費 0千円 0千円 0千円 0千円

総 事 業 費 44,887,524千円 43,018,775千円 38,735,206千円 39,641,008千円

増▲減 ― ▲ 1,868,749千円

再任用職員

差▲引




